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第２８回長野県治水・利水ダム等検討委員会 議事録 

 

日 時  平成１５年５月１６日（金）午前１０時２５分から午後４時４０分まで 

場 所  百景苑「百景の間」 

出席者  宮地委員長以下１４名９名出席 

（大熊委員、五十嵐委員、風間委員、高田委員、松岡委員 欠席） 

 

○田中治水・利水検討室長 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今から第２８回長野県治水・利水ダ

ム等検討委員会を開催いたします。開会にあたりまして宮地委員長からごあいさつをお願い

いたします。 

 

○宮地委員長 

それでは、一言ごあいさつを申し上げます。 

５月といういい気候なんですが、なかなか委員会の方も大変議論が切迫しておりまして、

今日もぎりぎりいっぱいの定員で会議を始めるわけでございますが、どうぞよろしくお願い

をいたします。 

終盤になってまいりまして、委員会の密度も、それから現地調査も明日行うつもりでござ

いますので過密になっております。どうぞひとつご協力をいただきたいと思います。 

前回の５月７日の検討委員会ですけれども、流域協議会に関する事項報告に続きまして、

駒沢川・角間川の審議を午前中から午後まで長い時間やっていただきました。今日はいろい

ろ報告もございます。まず、県が浅川・砥川の改修計画原案について関係市町村や流域住民

に説明をした。その状況について事務局からご報告をお願いいたします。それから、次に薄

川と郷士沢川の答申案につきまして、起草委員会の答申案の原案ができましたのでご審議を

いただきたいと思っております。その後で、黒沢川・駒沢川・角間川の審議を行ってまいり

たいと思います。ただ、ちょっと予定表に書いてありました黒沢川・駒沢川・角間川と、こ

ういう順番になっておりましたけども、ちょっと幹事会の方のご都合によって駒沢川を午後

に始めにやりまして、駒沢・黒沢・角間という順番に審議をしていただくような順番になる

んではないかと思っております。それから、特に前回は駒沢の流域面積について県の見解を

お聞きいたしましたけれども、本日また改めて見解をお聞きして、議論を深めてまいりたい

と思っております。 

本日は午後５時まで予定をしておりますけども、またその後、明日も現地調査がございま

すので、いろいろお時間も取っていただくのは難しいかもわかりませんけど、どうぞ有意義

な委員会としていただきたいと思っております。 

以上簡単でございますが、ごあいさつといたします。 

 

○田中治水・利水検討室長 

ありがとうございました。 

ただ今の出席委員は１４名中８名でございます。条例の規定によりまして本委員会は成立

いたしました。 

議事に入る前に資料の確認をお願いしたいと思います。お手元の資料でございます。資料

１としまして、「水道水源確保に係わる県の支援についての提言」、利水ワーキンググループ

からの資料でございます。それから資料２、「薄川における総合的な治水対策について（答申）

（案）」ということです。それから同じく資料３としまして、郷士沢川の答申案です。それか

ら資料４、「黒沢川における総合的な治水・利水対策について（答申）（案）」です。それから

資料５としまして、「駒沢川流域面積について」。それから資料６ですが、「細洞ため池の貯水

量、工事費について」の資料。それから枝番付いております資料６―２、「辰野町小野地区の

利水」、それから資料７としまして、「新幹線トンネル湧水を利用した場合の試算について」
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ということでございます。以上でございます。 

それでは委員長さん、進行の方をお願いいたします。 

 

○宮地委員長 

はい、承知いたしました。 

それでは本日の議事録の署名人を指名させていただきます。本日は藤原委員と、松島貞治

委員おいでになりませんね。どうしましょう。松島貞治委員は午後お見えになるんですね。

藤原委員はよろしゅうございますね。お願いいたします。それじゃあ植木委員さん、お願い

いたします。松島貞治委員は午後ご出席になりますが。はい。 

それでは報告に入ります。先ほど申し上げましたように、県の方は浅川・砥川の改修計画

についていろいろご説明になったようでございますので、それについてのご報告を幹事会か

らお願いをいたします。 

 

○幹事（河川課） 

河川課の技術専門幹の中條でございます。それでは浅川・砥川改修計画について報告をさ

せていただきます。 

浅川・砥川の改修計画原案は、４月２４日に開催されました治水・利水対策推進本部会議

で決定をされました。改修計画原案の基本的な考え方は、浅川及び砥川に関する治水・利水

の枠組みに基づき、計画高水流量は５０年確率流量としております。これは、基本高水流量

の約８割に相当をいたします。浅川の千曲川合流点における計画高水流量は毎秒３６０m3、

ちなみに基本高水は４５０m3/s でございます。砥川の諏訪湖合流部における計画高水流量は

毎秒２３０m3、同じく基本高水は３００m3/s ということになっております。具体的な計画内

容につきましては、委員の皆さまに送付させていただきました資料のとおりでありますので、

詳細は省略をさせていただきます。 

改修計画の原案の説明を４月３０日に長野市長、豊野町長及び小布施町長に。また５月１

日に岡谷市長と下諏訪町長にいたしました。引き続き住民への説明といたしまして、浅川に

つきましては５月７日に、砥川につきましては５月８日に説明会を行いました。両説明会と

も田中知事が出席をいたしております。浅川の説明会の状況でありますが、新聞等で既に報

道されておりますのでご存じかと思いますけれども、約２００人を超える住民の皆さんの参

加がございました。そこで出された主な意見でありますが、河川改修を早く進めてほしいと

いうような意見がございました。それから、流域対策も重要であると。それから、この浅川

については土砂堆積が非常に起こる河川ということで、土砂対策が必要であるというような

意見もございました。それから、浅川の改修だけではなく、千曲川本川の改修も必要と、こ

んな意見も出されております。それから、内水対策につきましても要望が出されております。

それから、砥川の説明会でありますけれども、砥川につきましては３００人を超える出席者

がございました。主な意見でございますが、５０年確率で安全が確保できるのかというふう

な意見がございました。それから砥川につきましても、土砂対策が必要であるというような

意見がございました。それから、まず改修を行い、少しずつでも安全度を高めていくという

ことは賛成であると。こんな意見が出されております。県のホームページにもこの両説明会

の意見等載っておりますので、またご参考にしていただきたいというふうに思っております。

以上であります。 

 

○宮地委員長 

はい、ありがとうございました。 

これは今お話にありましたように、推進対策本部の方から資料を皆さん方にいっておると

思いますが、それをご参照の上で。ただ今のことについて何かご質問ございますでしょうか。 

 

○宮澤委員 
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今後のスケジュール、大枠で結構でございますから、考えていらっしゃる今後のスケジュ

ールありましたら教えていただきたいと思ってますが。 

 

○宮地委員長 

そうですか。浅川・砥川についてですね。お願いできますか。 

 

○幹事（河川課） 

まず流域協議会、これを５月というようなことをめどに発足をさせていきたいというふう

に思っております。それから、河川整備計画もそれと並行をして、今の流域協議会の意見等

も踏まえて進めていくというようなことになろうかと思います。河川改修の関係はそんなか

たちで、できるだけ早く詰めて来年度着工できるようにというような方針で進めておるとい

うことでございます。 

 

○宮澤委員 

国との協議はいつごろから入るんですか。 

 

○幹事（河川課） 

これは整備計画というかたちで交渉が入っていくと思いますけれども、既に整備計画とい

うのは圏域で取るということでございますので、浅川は長野圏域、砥川は諏訪圏域というよ

うな中でやっておりまして、基礎資料等はもう整備計画に向けて現在既にいろいろなものを

調査等、収集等をしておりまして、随時というと変ですけれども、入っていくというような

たちになろうかと思います。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。 

 

○宮澤委員 

いいです。 

 

○宮地委員長 

はい。他に何かございましょうか。 

はい。それでは今のご報告は伺ったということにいたします。 

それでは議事に入ってまいりますが、第１の議事は水道水源確保にかかわる県の支援につ

いて。利水ワーキンググループの方からご提言がございますのでお願いをいたします。 

 

○石坂委員 

私の方からお願いしたいと思います。 

委員の皆さんに渡っております資料１のペーパーをご覧いただきたいんですけど、全体と

して残された答申をこれからまとめていく流域につきまして解決しなければならない問題と

して、利水の具体的な解決をどうしていくのか、それに対して県の支援をどうしていくのか

ということが一つの大きな課題になってきてると思います。既に県当局の方から調査費の５

０％、それから初期投資の設備の２０％という具体的な支援策が出されまして先が見えてき

たことについては、大変歓迎してるわけなんですけれども、利水ワーキングとしまして、そ

の上に立って、実際にこれから答申をまとめていく各流域の具体的な支援をどうするのかっ

ていうことを、もう少し個々のいろいろな実情の違いもある中でルールといいますか、見解

をまとめていったらどうかということになりまして、前回の委員会のお昼休みと委員会終了

後ワーキングの会議を開きましてまとめたものが、今お配りしてある資料１です。ここに書

いてあることがすべてなんですけど、皆さんにお出しするのは今初めてですので簡単に読ま
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せていただきます。 

水道水源確保に係る県の支援についての提言ということなんですけれども、従来のダム計

画からダムによらない利水対策に変更した場合の県の市町村への支援について、利水ワーキ

ンググループとして、今まで確認してきたことです、これは。県はダム建設の際に支出した

であろう金額を上限として、市町村水道事業者に財政補助することを検討するべきである。

２点目として、水利権の転用に関連して当事者間の合意を得るために、県は適正な水需要量

の把握と流量等河川情報の提供に関する支援を行なうべきである。３点目として、恒久的な

水源対策を行なうまで砂防堰堤の利用や暫定豊水水利権の取得を考えるべきである、等の問

題提起をしてきたが、この間の治水・利水ダム等検討委員会での議論も踏まえ、改めて次の

点について問題提起するということで、４点について提起させていただきます。まず第１点

目ですが、市町村への県の支援の基本は、ダム計画を進めてきた経過からも、ダムによらな

い利水対策に変更したことにより、市町村の負担が、これは財政負担という意味ですけど、

市町村の負担が増えないようにすることを基本的な目的とする。２点目として、県の新たな

支援策として、水源調査に５０％、新たな施設整備に２０％の補助率が適用されることとな

るが、調査費に５０％が補助されることにより、水源確保のための具体計画策定の段階で、

財政ワーキンググループの試算よりも実際の事業費は削減されることが予想される。しかし、

その上で新規施設の初期投資に２０％の補助率を適用してもなおダム建設の際に支出したで

あろう市町村の負担を上回る場合は、県の支援を前提に補助率の変更も考慮し、市町村と協

議のうえ県の責任で解決する。３点目として、水利権の転用、調整は水利者の合意の上で形

成されることが慣例であるが、今次検討の９河川のうち利水問題を抱える地域においては、

慣例の範囲では解決できない問題も多い。その解決のため、県は、水利権の転用が必要とな

った場合、市町村の求めに応じて調整・仲介役となり円満な解決に努めなければならない。

４点目として、豊水利用については、県として積極的に可能性を探りつつ、必要な法制度の

改正を国に要請する。 

以上なんですけれど、特に１のところの目的のところにありますように、それから今まで

の議論の中で確認してきました一番最初の３点でも確認してきておりますように、多目的ダ

ムの計画で従来からずっと進めてきておりました状況の中で、方法をダムによらない利水計

画に変えた場合に、市町村の負担が従来の計画に比べて極端に増えるということは、計画変

更に伴うものである以上、１のところに１点目に掲げさせていただきました、変更したこと

により市町村の負担が増えないようにすることを基本的な目的として検討していくべきじゃ

ないかっていうのがワーキンググループからの提言です。あと、４点挙げさせていただいた

んですけど、今後の議論のぜひ参考にしていただきたいと思います。以上です。 

 

○宮地委員長 

ありがとうございました。 

前のことよりもかなり踏み込んだお話が書いてあるわけでございますが、いかがでござい

ましょう。前の３点と、石坂さん、この今度の４点とは全体一緒にして考えてよろしいんで

すね。 

 

○石坂委員 

そうです、はい。 

 

○宮地委員長 

はい。それぞれの河川に対してこれをどういうふうに理解して、どういうふうにやってく

かということではないかと思いますが。 

 

○竹内委員 

２のですね、県の支援を前提に、補助率の変更も考慮し、市町村と協議のうえ県の責任で
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解決するという、その利水の論議の経過とすると、具体的に、ですからオーバーするものは

すべて例えばオーバーしないようにしろという趣旨なのか、それがちょっとあいまいなとこ

ろが若干あるんで、そのへんの論議の経過をちょっと聞かせていただきたいんですけど。は

っきりと。 

 

○宮地委員長 

はい、どうぞ。 

 

○石坂委員 

２０％、５０％という支援についても、従来の支援のあり方や現行の法制度、それから全

国的な状況からいえば、私たちとしては新しい踏み込んだ支援だというふうには受け止めて

います。ただ、今竹内委員がおっしゃったように、その新しい支援策を適用しても、流域に

よってはかなり市町村の負担がダム計画から変更をしたことによって明らかに負担が増える

可能性があるところがありますので、それについては、多目的ダム計画で進めてきた経過か

らいっても、県が市町村と協議しながら責任を持っていく必要があるだろうっていうことで、

やはり２０％、５０％を超えた支援をしていくことを前提に、この項目は。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。どうぞ。 

 

○竹内委員 

今まで論議の経過の中でかなりオーバーしてる、また流域によってもオーバーの仕方によ

っても差があるわけですよね。だからそのへんの、ですから、この文章で独り立ちしていく

と、はっきりしたことが考慮というかたちになってて、ですから、他のが２０％とか５０％

っていうのは一定の全部、一律の当てはめなんですけどね、だからそのへんの基準というか、

何か考え方っていうのがもうちょっとはっきりした方がいいような気がするもんで、今後進

める、これを県の方が受け止めてどうやってくかっていうことについては、そういう論議の

経過があったのかなと思って、一定の基準といいますか。 

 

○石坂委員 

だから、考慮っていうのは限りなく変更することを前提に。 

 

○宮地委員長 

なかなか数字的には示しにくいっていうとこある。ただし、方向としてこう考えてほしい

というとこですね、きっと。 

 

○竹内委員 

限りなく考慮をすると。 

 

○石坂委員 

ある意味、限定された領域にはなると思うんですよね。多目的ダム計画があったものを変

更するという流域自身、そんなにこれからもうどんどん出てくるわけではありませんし、そ

こについてはね、支援をするべきじゃないかというのが思いです。 

 

○宮地委員長 

そうですね。いかがでしょうか。県の方もかなり努力をしておることは委員会としても評

価はしてるわけですが。一番アッパーリミットは、始めの、１、２、３、４の上の第１番目

の話。あそこにやったことが書いてあるわけですけども、それはいろいろ実情によって違う
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だろうという意味だろうと思いますが。いかがでございましょうか。 

それではこの利水のワーキンググループのご提言をしっかりと頭の中に入れて、これから

の各河川の答えを考えていくと。そういうことでよろしゅうございますでしょうか。 

はい、それではこれはありがとうございました。利水の方がいろいろご苦労をいただいた

と思いますが、よろしく委員の方々、お受け止めをいただきたいと思います。 

はい。それでは次の、それでは議事の第２番目に入りますが、薄川の答申について審議を

していただきたいと思います。これは答申案を起草委員会でまとめたものでございます。薄

の場合には、ご存じのとおり利水がございませんで、ダムを造らないというようなことは大

枠ではあるわけでございますから、そういうことを含めて答申を書いてみたわけでございま

す。それで、事務局の方でこの答申案を、そう長くございませんので、読み上げていただき

まして、ご質問・ご意見を承りたいと思いますが、よろしゅうございますか。はい、それで

はお願いをいたします。 

 

○事務局 

資料の２をご覧ください。 

薄川おける答申案について読み上げさせていただきます。 

 

「薄川における総合的な治水対策について（答申）（案）」 

当委員会は、長野県知事から諮問を受けた薄川の治水対策について、平成１３年６月２５

日より審議を開始した。薄川は他の河川と違い、既に平成１２年１１月に多目的ダムの中止

が決定されていたので、その治水対策について委員会としての考え方を取りまとめるにあた

り、部会よりも小グループとして取り扱う方が妥当と判断し、薄川小グループを設置した。

薄川小グループは平成１４年８月２２日から５回の審議を経て、薄川の治水に対する基本的

な考え方を取りまとめ、その結果を平成１４年１２月２５日に小グループ報告として委員会

に提出した。委員会はこの報告に基づいて薄川の治水対策について検討を重ねるとともに公

聴会を開催して住民の意見を聴取した。 

以上のような審議の結果、委員会として次のとおり答申する。 

 

Ⅰ 薄川の治水対策に関する委員会の総合的判断 

薄川について、最近の雨量資料を加えて洪水流量を再計算したところ、最大となる洪水の

ピーク流量は、現行の基本高水流量より低い値が算出された。さらに、今回算定された治水

安全度１/８０確率の洪水ピーク流量に対しては、河床の掘下げと一部区間の拡幅により通水

断面が確保できることが確認された。 

このため、薄川の治水対策としては、河川改修によることが適当であると判断する。 

なお、薄川の基本高水流量については、奈良井川水系全体を考慮しながら合理的に決定す

る必要があると考える。 

また、今後、薄川の治水対策の策定にあたっては、「流域協議会」を設置して住民の意見を

計画に反映させるべきである。 

Ⅱ 総合的判断に至った基本認識 

薄川の治水対策について 

現行の薄川の治水対策は、８０年に1 回程度起こりうる規模の降雨を想定して計画されて

おり、薄川の基本高水流量を田川合流点において毎秒５８０m3 とし、このうち毎秒２３０m3

を上流の大仏ダムで洪水調節を行い、これに基づいた河川の流下能力を河川改修によって確

保しようとするものであった。 

この点について委員会では、最新の雨量資料を追加して、想定される洪水とその対策につ

いて審議・検討を行った。薄川の治水対策についての委員会意見は、次のとおりである。 

８０年に 1 回起こりうる規模の降雨を想定し、２４時間雨量による計画降雨量を２０１mmm／２

４時間としてⅠ型及びⅢ型の引き伸ばしにより洪水ピーク流量を算定した結果、田川合流点にお
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ける洪水ピーク流量の最大は毎秒４７４m3 と試算された。この洪水ピーク流量に対しては、河床

の掘下げと河川の拡幅により通水断面を確保することが可能であることから、薄川の治水対策は

河川改修によることを基本とするのが妥当である。 

なお、薄川の治水対策に対する今後の課題として、委員会において次のような意見が出された。 

１）薄川は、奈良井川水系全体の中で計画が位置付けられている。また、今回の試算による

最大洪水ピーク流量毎秒４７４m3は、雨量だけを見直した結果であり、このまま基本高水

流量として確定されたものではない。今回の検討結果をもとに奈良井川水系全体を考慮し

ながら、他の諸要因の再検証を含めて薄川の基本高水流量を合理的に決定する必要がある。 

２）河川改修計画にあたっては、粗度係数などを含む流下能力の検証及び自然・生活環境に

配慮した工法を採用することが必要である。 

３）薄川の河床掘削にあたっては、地質の詳細な調査を行って、周辺の地下水位低下及びそ

れに伴う地盤沈下について入念な検討が必要である。 

４）上流域の森林整備について、これまでの「森林（もり）と水のプロジェクト」などをい

っそう充実した計画の推進が望まれる。 

５）想定以上の大規模な洪水にも安全に対応できるよう、洪水情報の提供や避難対策等のソ

フト面の対応が必要である。 

６）公聴会において、森林整備の長期的な取り組み、洪水対策としての遊水地の検討、土地

利用計画の見直し、ハザードマップなどのソフト対策の推進、計画への住民参加などの要

望が寄せられた。今後の治水対策策定に当たってはこの点についても留意すべきである。 

 

答申の本文は以上です。 

以下、別添１として「薄川小グループ報告」が８ページまで、別添２として「薄川流域公

聴会の報告」、その後に付属資料１として、長野県治水・利水ダム等検討委員会の審議状況が

１ページから１１ページまで、１１ページの一番最後のところには、本日の委員会の審議に

ついて項目のみ示してあります。付属資料の２として委員名簿を付けてあります。以上です。 

 

○宮地委員長 

はい、ありがとうございました。 

ただいま、起草委員の間はずっと見ておりますが、皆さま方にはお示しするのは初めてだ

と思います。どうぞご質問・ご意見等をいただきたいと思います。どうぞ。 

 

○藤原委員 

この１ページのところで、一番下のとこですけれども、８０年に一回程度の規模の降雨を

想定してということで、基本高水流量は５８０m3/s として、このうち２３０m3/s を大仏ダム

で洪水調節を行うってなってますから、流量は３５０m3/s にするということになってたわけ

ですね。ダムの計画では。 

 

○宮地委員長 

はい。そうです。 

 

○藤原委員 

そうですね。基本高水が５８０が４７４に引き下げられるということになるわけですね、

これは。そうすると、３５０m3/s の河川改修を考えていたんだけれども、４７４も河床の掘

下げと河川の拡幅により通水断面を確保することが可能ということになったということなん

ですか。 

 

○宮地委員長 

はい。そうです。４７４m3/s でも拡幅とそれから掘下げで対応できるということになりま
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した。結論としては。 

 

○藤原委員 

そうすると、これは基本高水が従来の５８０から４７４に引き下げるということがまず一

つありますね。 

 

○宮地委員長 

いえ、ちょっとその点についてもう一遍私から説明したいと思います。ちょっとその言い

方はあんまり正確でないと私は思っております。 

 

○藤原委員 

ああ、そうですか。はい、わかりました。じゃあお願いします。 

 

○宮地委員長 

はい。ちょっとそれご覧になったように、洪水のピーク流量という言葉を使っております。

これは薄川の方ではですね、例の４７４を出した時に、これは基本高水ではないという見解

が非常に強かったんでございます。これは一応今までの雨量をⅠ型とⅢ型で計算を仕直した

結果の、洪水の一番多いところが４７４になったんだ。それでも流下することが可能である

と。こういう薄川の見解でございます。だから、ご覧になるとわかると思いますが、今度の

試算の段階ではですね、やったものは、基本高水という言葉は使っておりません。基本高水

を使ったのは今までの計算の５８０のとこだけ使っておるつもりでございます。ですから、

最後の２ページ目の１）、真ん中の１）のとこをご覧いただくとわかりますように、今回の最

大洪水ピーク流量４７４m3/s は雨量だけを見直した結果であり、このまま基本高水流量とし

て確定されたものではないと、こう言っております。ですから、われわれは基本高水を下げ

たという見解は持っていないわけでございます。ただし、その後にもございますが、今回の

検討結果をもとに奈良井川水系の全体を考慮しながら、他の諸要因の再検証を含めて薄川の

基本高水流量を合理的に決定する必要があると。そういう見解でございます。そのへんが委

員会の議論とか小グループの議論を忠実に書いたつもりでございます。その点はちょっとご

理解いただきたい。だから、薄川の基本高水はこれからもっとちゃんとやり直せということ

がポイントでございます。それにしても、現在勘定した量が流れないと問題になりませんの

で、それは可能であるから十分であろうと、こういう見解でございます。 

藤原委員、いかがでございましょう。 

 

○藤原委員 

わかりました。わかったというよりも、説明はお聞きしましたということですが、やっぱ

り何となく、３５０m3/s に流れるような河川改修を計画してたのにね、４７４も流れますよ

という、こういうふうにやれば流れますよという話なのかなというふうに思ってるだけで、

基本高水を下げないという、将来はこれはきちんと合理的に決定するということで下げられ

る可能性はあるのかもしれませんけどね、少なくとも前回の時の５８０というのを出したの

はⅠ型で計算をしてて、この間の計算ですと、何か確率雨量の計算の仕方も変えてというふ

うなかたちで、Ⅰ型及びⅢ型の引き伸ばしによりということになって、洪水ピーク流量の最

大は４７４m3/s、これが基本高水じゃないんですよって言われると、ちょっとよくその途中

の経過は知りませんのでね、小グループの間での議論というのを知らないんで、 

 

○宮地委員長 

だから雨量だけをやったわけでして、粗度計数とか、何ていうんです、私はよく専門のこ

とはわからないんですが、他のファクターは考えていないっていうことです。ですから、高

水として出したんではないという考え方は首尾一貫しております。むしろ心配は、４７４を
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これを基本高水だと考えてると、そういうように受け取られるてはまずいということでござ

います。一番ポイントは。 

他にいかがでございましょう。関連しても結構でございますが。 

ちょっと心配してますのは、この洪水ピーク流量っていうのがなじんだ言葉かなと思った

んですが、わりに直感的に理解できるだろうと思ったんでございます。その最大というのは、

今までのカバー率１００％の基本高水ということになってしまいますけども、それは要する

に他のファクターは考慮してないからそう断定できないと、こういう意味でございます。 

はい、どうぞ。 

 

○藤原委員 

１ページのとこのⅠの薄川について、最近の雨量資料を加えて洪水流量を再計算したとこ

ろっていうのは、再計算したっていうことですね。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○藤原委員 

だから、今までの雨量計算でやればここで１／８０で５８０になるというのを、雨量資料

を新しいのを使って再計算をしたら４７４になったと。 

 

○宮地委員長 

雨量資料も範囲を広げましたし、それから計算方法も追加したわけです。ⅠとⅢと。そう

いうことでございます。 

 

○藤原委員 

ですけど、やり方とすると、基本高水の計算方法をやってるわけでしょ。 

 

○宮地委員長 

洪水ピーク流量の計算をやったわけです。貯留関数法によってやったわけです。 

 

○藤原委員 

やったということですね。 

 

○宮地委員長 

はい、そうです。何を、その流量の中で何を基本高水にするかっていうのは、またいろい

ろ見解が分かれることだというのが委員会の中での話です。 

いかがでございましょう。他に。起草委員の方はひとつ、私だけ返事してるよりは補足を

なさっていただいた方がいいと思いますが。はい、どうぞ。いいですか、はい。じゃあ松島

さん。 

 

○松島（信）委員 

私が小委員会で高田さんの説明を聞いておった印象では、これをさらに検討すれば、この

ピーク流量は４００いくつかよりさらに下がるはずだというような説明をやっていたと思い

ました。 

 

○宮地委員長 

つまりさっき言った、粗度計数とか他の要素を考慮すればですね。そういうことはおっし

ゃっておられました。 
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石坂さん、どうぞ。 

 

○石坂委員 

ちょっと改めてお伺いしたいんですけど、この流域については政府の側からのね、ダム中

止が既に勧告されていた中で委員会が検討したっていう経過になると思うんですけど、そう

いう中で、だからダムによらない改修が可能であるかということを、逆に最新のデータで検

証する方法の一つとして今回雨量データでの計算をして今の４７４というのが出たことによ

り、このデータから検討してみれば、河床の掘下げと改修、拡幅で、河川改修で十分最大ピ

ーク流量を飲み込むことができる河川改修が可能であるという結論を出すに至ったというふ

うに、逆にそういう角度から考えられるということでいいんでしょうか。 

 

○宮地委員長 

はい。そのつもりなんでございますが。 

 

○石坂委員 

はい、わかりました。 

 

○宮地委員長 

どうでしょうか。言ってることは、これでももっと本当の基本高水、議論を突き詰めて言

えば、もっと下がる可能性は高い。しかし、これでも飲めますよということです。政府の方

のダムを造らないという方針のことは小グループの報告の方に盛ってございますんで、こっ

ちには書きませんでした。 

いかがでございましょう。はい、どうぞ。 

 

○植木委員 

この薄川の計算方法が多少いろいろと吟味しながら、例えばトーマス法からガンベル法に

替えたりですね、それから単なる実績降雨の引き伸ばしをⅠ型からⅠ、Ⅲも加えてやったと

いうようなことは、非常にある意味では、これまでのですね、基本高水を考える上では大き

な転換だと思うんですね。これは基本的には国土交通省がダムを中止と言った。そのことに

よって、こういった新たな精査が可能になったということだと私は理解しておりますね。し

たがって、国土交通省がダムを中止と言わない限りは、基本的には従来の河川計画の手法か

らは一歩も出れないんだということで、ずっと今まで議論してきているわけですよね。私の

これはとらえ方で申し訳ないんですが、ここのところにですね、私としてはちょっと、何て

いいますか、不満があるんですね、実は。言ってしまえば。私は今回の薄川のこういった計

算の仕方というのは、ある意味では大きな前進だと思ってます。これがですね、やはりこの

枠組みが国土交通省という中でしかわれわれは議論できなかった、あるいは他の９河川がで

きないんだというところをですね、今回のこれによってですね、多少、別な方法で見てもい

いんだろうというような考え方で、例えば二つのケースを考えてもいいんじゃないかという

ようなですね、私は方向性で考えてもいいんだろうというふうに個人的には思ってます。確

かに国土交通省の考え方はそれはそれでいいでしょうと。でも一つの対案として、例えばト

ーマス法からグンベル法に替えたように、岩井下限法からグンベル法に替えたように、ある

いはⅠ型からⅢ型も含めて考えたように、そういった考え方もわれわれはたとえ認められな

かったとしても、われわれは、われわれの判断で計算しなおして提示してみるという手もあ

るんだろうなというふうに、私はこの薄川の小委員会で実感したとこでございます。 

 

○宮地委員長 

はい。この場合はですね、委員会の小グループの中で、国土交通省がどう考えるかという

ことは別にしまして、５８０という数字がいかにも突出をしておるということは小グループ
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の委員の一致した見解でございました。それを強く指摘して、それによって見直しが行われ

たと、私は理解しておるんでございますけどね。だから確かにそれがなかったら、国土交通

省の問題がなかったら見直さなかったかどうかは別にしましてですね、これは非常にいいチ

ャンスであったと。それでその結果がやっぱりそれに出てきた一つの大きなかたちだろうと

私は思っております。ただ、この後でさっきから何遍も申しておりますよういに、基本高水

をどう考えたらいいか。これはちょっといまんとこ、われわれの委員会としてはそこまで議

論をしなかったと、そういうことでございます。 

いかがでしょうか。この答申に対して、そうご異論はないように思うんでございますが、

こういうことを一応委員会としての答申案と考えてよろしゅうございましょうか。 

 

（いいです） 

 

それでは、そういうことで、ただ今日ご欠席の委員もおられますので、改めてですね、ち

ょっとご欠席の委員のご意見も伺ってみます。大きなご異論がなければ、あと細かい字句の

訂正があるかもわかりませんけども、そのへんはちょっとお任せをいただきまして、これを

原案として答申をしたい。そういう方向で本日は結論を得てよろしゅうございますでしょう

か。 

 

（はい） 

 

はい。それではまた、どういう最後的なかたちになったか、変更がありましたらもちろん

皆さま方にもお知らせをいたしますし、それからいつ答申案を持っていくか。これもいろい

ろ知事のご都合もあるし、こっちの委員のご都合もありましょうから、また適当な方にご一

緒をしていただくことをお願いすると思いますが、その時はひとつ時間の許す限りご協力を

いただきたい。そういうことでよろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

それでは薄川はこれで一応話の大本はできあがったと考えております。ありがとうございま

した。 

それでは次の議事の３でございますが、郷士沢川の答申について。これも原案がここにご

ざいます。起草委員会でまとめたもんでございまして、一度皆さま方のお手元にも差し上げ

て、ご意見も承りましたが、その後のご意見を入れまして少し訂正をしてございます。それ

ではこの答申案を事務局の方で読み上げていただきたいと思います。お願いをいたします。 

 

○事務局 

それでは資料３をご覧いただきたいと思います。 

 

「郷士沢川における総合的な治水・利水対策について（答申）（案）」 

当委員会は、長野県知事からの諮問を受けた郷士沢川について、平成１３年６月２５日よ

り審議を開始し、長野県治水・利水ダム等検討委員会条例第７条に則って郷士沢川部会を設

置した。郷士沢川部会は平成１４年４月２２日から１５回の部会審議（うち現地調査３回）

と１回の公聴会を経て、「郷士沢川部会報告」（以下、「部会報告」という。）を取りまとめ、

その結果を平成１４年１２月２５日に委員会に提出した。委員会は、部会報告をもとに郷士

沢川の治水・利水対策について審議・検討を重ねた結果、以下のように答申する。 

 

Ⅰ 郷士沢川の治水･利水対策について ―総合的判断― 

郷士沢川の治水･利水対策について、委員会の総合的判断は次ぎのとおりである。 

１．郷士沢川の治水対策 

委員会は、ダムによらない嵩上げ及び引堤による河川改修が郷士沢川の治水対策として妥

当であると判断する。 
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この治水計画を進めるに当たっては、最下流区域の河川改修を早急かつ優先的に着手すべ

きである。また洪水時の異常な土砂流出や流木を防ぐ対策が必要であることを付記する。 

２．郷士沢川の利水対策 

委員会は、虻川からの取水、既存井戸及び新規井戸の最適な組み合わせにより計画水量を

確保することを、郷士沢川利水対策の基本方針とすべきであると判断する。 

 

この利水計画を進めるに当たり、県は特に次の事項について明確な姿勢を持って積極的に

対応されることを要請する。 

 

１）委員会に示された水道水源確保に係る支援策にしたがって、県は村の利水対策に対する

財政的支援を明確にすると同時に、特に新規水源の調査･開発について、村と協議して協力

すべきである。 

２）虻川からの取水に伴う水利権の申請や現在の水道実施計画の変更について、既得水利権

者の了解を得るために県は積極的に助言、協力すべきである。 

３）化学肥料の過剰投与が主原因であるといわれる硝酸・亜硝酸性窒素汚染に対して、県は

村と協力して地下水の窒素汚染を抑える対策を講ずべきである。そのためには、硝酸・亜

硝酸性窒素の除去施設のほか、「汚染物質の除去と放出禁止条例」を制定することを要望す

る。 

４）利水対策は村民にとって将来にわたる課題である。如何なる方法を駆使しても郷士沢川

の水を飲みたいという村民の意見を尊重しながら、県、村及び住民の合意の下に利水計画

を設定することが望まれる。そのためには、県は「流域協議会」を設置し、住民投票など

も考慮に入れて住民の合意を得るよう最大限の努力すべきであることを付記する。 

Ⅱ 総合的判断に至った理由 

１．部会報告の概要 

郷士沢川の治水･利水対策についての部会報告は、次の２案の両論併記であった。 

１）多目的ダム建設による治水･利水案 

Ａ案 ダム＋河川改修による治水・利水対策（以下Ａ案という。） 

ダムによる洪水調節と引堤による治水対策（改修区間１．３km）と、ダム及び既存井戸

からの取水により計画取水量を確保する利水対策 

２）ダムによらない治水・利水案 

Ｂ案 嵩上げ及び一部引堤による応急河川改修（改修区間１．５km）の治水対策と南部簡易

水道の水量の一部を北部簡易水道に転用し、既存井戸と新たな井戸とあわせて計画取水

量を確保する利水対策（以下Ｂ案という。） 

Ｃ案 Ｂ案と同じ治水対策と既存井戸と新たな井戸により計画取水量を確保する利水対策

（以下Ｃ案という。） 

２．委員会における審議の概要 

部会報告を受けた委員会の郷士沢川治水･利水対策についての審議は概要次ぎのとお

りである。 

１）郷士沢川の治水対策 

郷士沢ダムは、中山間地の局地的な治水・利水対策を目的とする生活貯水池として計画さ

れており、治水対策として必要な河川改修区間は、Ａ案で約１．３km、Ｂ、Ｃ案では、１．

５km と両者にはそれほど大きな差はない。 

Ａ案ではダムの洪水調節による下流地域の治水効果はあるものの、ダム建設に多額な経済

的負担を要し、現在の県財政状態に大きな圧迫となる。また風化しやすい地質に起因するダ

ムの堆砂問題あるいはダム建設による自然環境への負荷など大きな懸念がある。 

治水対策に限れば、Ｂ、Ｃ両案の内容はまったく同じで、既存の堤防を生かし、現状河床

勾配のままで流下能力を確保するというものである。この案は、堤防に対する水の衝撃力を

緩和させていないので、本格的改修Ａ案とは区分して応急的と呼ばれているが、用地費が最
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小限で済み、１／３０の治水安全度を満足し、流下能力の面ではＡ案に比して遜色はない。

また、部会で危険箇所として優先的改修を要望されている区間も、流下能力でみれば満足し

ている。さらに経済的にも安価で県財政に対する圧迫も少なく、ダム建設による自然環境へ

の負荷も軽減できる。 

以上を総合して、委員会においては郷士沢川の治水対策としてダムによらない河川改修案

を妥当とする意見が大勢を占めた。ただし状況に応じ、洪水時の異常な土砂流出や流木を防

ぐ対策が必要である。 

２）郷士沢川の利水対策 

郷士沢川部会報告の利水対策は次の３案であった。 

Ａ案 計画取水量１，８５０m3/日のうち、ダムで１，０００m3/日、既存井戸４基で８５０

m3/日を確保する。 

Ｂ案 計画取水量１，８５０m3/日のうち、４３０m3/日を南部簡易水道の新たな水源である

虻川の水量から転用し、既存井戸３基と新規井戸２基で１，４２０m3/日を確保する。 

Ｃ案 計画取水量の全量を既存井戸３基と新規井戸４基で確保する。 

Ａ案については、水質に不安のある水源の転化による安全な水道水の供給や渇水時の安定

した河川維持流量の確保とかんがい用水への補給が可能であるという利点はあるが、ダム建

設に伴う経済的及び自然環境への負荷の問題はこの利点と表裏一体として付きまとう欠点で

ある。 

一方Ｂ案とＣ案の相違は、計画取水量の確保の方策として、南部簡易水道水源である虻川

の水量を転用する方法と、新規に地下水に水源開発を求める方法のどちらに重点を置くかと

いう点にある。委員会では、この２案は、ダムによらない利水対策の中での現実的な手法の

選択肢であるとする意見が強かった。そこで委員会の審議はＢ、Ｃ両案をひとくくりのもの

とする視点に立って審議が進められた。 

Ｂ、Ｃ両案にはそれぞれ次のような利点及び問題点が挙げられる。 

Ｂ案 北部簡易水道への連結により既存井戸の希釈による水質改善が可能という利点があ

る一方、虻川の取水は南部簡易水道水源のみの取水について既得水利権者が了解しているが、

北部簡易水道への連結については新たに既得水利権者の了解が必要であるという問題がある。 

Ｃ案 豊富であろうと予想される地下水源の利用の可能性に対して、将来の水源の汚染拡

大及び水源枯渇の心配がある。 

Ｂ、Ｃ両案に共通する最大の問題は、現行制度の中で考える限り、ダムを利用する利水計

画に比べて、ダムによらない利水計画が村の財政にとって大きな負担となると予想されたこ

とであった。 

この点について、新たな水源開発の調査・検討と取水施設の維持管理費並びにそれに対す

る県の財政的支援の可能性をめぐって多くの意見が交わされた。また、水源転用に伴う水利

権の調整問題及び硝酸・亜硝酸性窒素による水源汚染除去対策についても議論が交わされた。 

 

利水問題について出された意見の主なものは次のとおりである。 

○ ダムありダムなしにかかわらず、初期投資に関しては、利水に対する県と村の負担は、

合わせて約１０～１１億円という試算でほとんど同額である。現行制度では、ダムありな

らばほとんどが県の負担、ダムなしならばほとんど村の負担となっているが、今後の長野

県の利水問題を考えると、このような画一的対応は考え直すべきであり、県と村とは痛み

を分け合いながら役割分担を話し合うことが必要である。 

○ 利水ＷＧから、ダムを造るとしたときの県の負担を上限とする財政支援を考えよとの提

言があった。 

○ ダムによらない利水計画について、新規水源調査を含め汚染処理施設及び維持経費につ

いて明確な県の財政支援を約束して欲しい。 

○ この地区には大量の水を必要とする南信食肉センター計画があったと聞く。地下水は豊

富であると思われる。 
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○ ダムなしの場合の利水負担金額は最大限を見積もったものであって、水源調査の結果に

よっては経費節減の可能性が大きいと考えられる。 

○ 渇水時には小渋ダムから竜東一貫水路により放水可能である。 

○ 虻川からの取水及び南部簡易水道と北部簡易水道の連結に絡む水利権については村の問

題ではあるが、県も明確な情報を提供するなど協力することを望む。 

○ 硝酸・亜硝酸性窒素の除去施設について県は明確な方向性を示すことが必要である。 

○ 硝酸・亜硝酸性窒素による水源汚染を除去する対策は全国的に改良が進んでいるのでそ

れを参考にすべきである。 

○ ダムの有無に係わらず、地下水汚染の原因探求と汚染低減方法を確立すべきである。 

○ 県は地下水源調査を積極的に行うべきである。 

○ 節水意識の向上が必要である。 

○ 節水と地下水の保全と涵養について、条例による義務づけが必要である。たとえば、淀

川水系流域委員会における水資源管理協議会、あるいは「汚染物質の除去と排出規制条例」

の制定も一案である。 

○ 第２４回検討委員会において、幹事会から「水道水源確保にかかる県の支援策」が示さ

れ、さらに第２６回検討委員会では、この方針に基づいた具体的な支援額の試算が示され

た。 

県内全市町村を対象とし、初期投資について、新規水源の調査、水源確保に要する経費及

び当該水源から浄水場までの施設の整備費について、特にダム代替の場合には優遇して補助

するというこの方針を、委員は評価を持って受け止めた。郷士沢川の場合、これによりダム

を建設する場合よりダムを建設しない場合のほうが利水に関する村の負担は軽減され、特に

Ｂ案についてはその差が大きいことが明らかになった 

 

以上を総合して、県による利水対策に関する財政支援、水利権問題についての積極的な助言、

地下水汚染対策に関する村との協力を前提として、虻川からの取水と既存ならびに新規井戸開発

の適当な組み合わせを郷士沢川の利水対策とする、というのが委員会の意見となった。 以上 
 

この次のページちょっと見ていただきたいと思います。この後に、資料として、別添１と

して郷士沢川部会報告を付けたいと思います。それから付属資料１、２でございますが、こ

れは先ほどの薄川と同様、この検討委員会の審議状況及び委員の名簿を添付したものを最終

版として知事答申の場合には付けたいと、このように思っております。以上でございます。 

 

○宮地委員長 

はい、ありがとうございました。添付資料、十分にそろえてございませんけど、それは既

にご存じだと思います。以上の答申の原案でございますが、いかがでございましょうか。ち

ょっと補足しますと、前にお示ししたのに特に加わってるのは「汚染物質の除去と放出禁止

条例」、そういう項目がひとつはっきりとうたい込んだということが主なところでございます。 

いかがでございましょうか。ちょっと今読んでいて「てにをは」の点で、２ページの、４）

の「…の合意を得るよう最大限の努力すべきである」。「最大限努力すべきである」でしょう

ね。「てにをは」でつまらんことですが、「の」を取った方がよろしいと今読んでて思いまし

た。 

どうぞ内容に関することでご意見をいただきたいと思いますが。ご存じのように、郷士の

場合には両論併記の中からこういう論法で引き抜いたわけでございますが、いかがなもんで

ございましょか。郷士の部会長さん、竹内さん、起草委員でもございますけども、いかがで

ございましょうか。 

 

○竹内委員 

郷士の思いが入ってまして結構だと思います。 
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○宮地委員長 

部会報告の言葉をなるべく入れ込んだつもりでおりますが。 

他にいかがでございましょう。どうぞ。 

 

○高橋委員 

２ページの中にですね、住民投票なども考慮に入れてという項目があるんですが、委員会

としてはそこまで書くべきなんでしょうか。住民投票という問題を。 

 

○宮地委員長 

はい。その点はね、ちょっとここは部会報告にあった言葉を入れたわけでございますが、

これについては、やはり今部会長おっしゃったような、郷士の思いが込められているという

ふうな部会長さんのご意見もございましたので、あえて残したわけでございます。それは村

の最後を決める時にいろいろお考えになる、そう言ってる方もおりますよという意味だと思

いますが、今の竹内部会長がおっしゃった思いだと、私は思ってるので、どうでしょう。 

 

○高橋委員 

部会報告には生でいいと思うんだよな、それは。委員会としてどうかってこと。 

 

○竹内委員 

要するに、前も住民投票についてお話を申し上げてるんですけども、これはいわゆる豊丘

の村長さんから出された意見ですが、その思いというのは、ずっと放置されないで、流域協

議会なども通じて合意形成を図っていくわけですけども、ずっととにかく県とのやりとりの

中でも、とにかく住民投票へいかなくてもね、決着を図ればいいわけですけども、そういう

思いというのは、最悪住民投票っていうことにならないような施策をやってほしいと。こう

いう意味のことの私は思いが入ってると思うんですよ。村長さん言われる思いは。ですから、

そういう意味で、ぜひ住民投票ということも入れておいていただいた方が、より納得できる

施策が推進できるんではないかなと、こういう趣旨だと私は受け止めてます。 

 

○高橋委員 

いいですか。理解はできるんですけども、両論併記で出てきたものをですね、ダムなし案

で委員会が答申するわけですから、それに対して、住民投票をやってもいいですよ、と。や

りなさい、やることも考慮に入れてますよ、という条件付きのように取られては、というよ

うに私は思うんですよ。 

 

○宮地委員長 

そうですか。それほど強い条件にしてるつもりはないと私は思うんでございますが。 

 

○高橋委員 

ですから、今部会長の言っている住民投票の意味と私はちょっと意味が違う。違った意味

での住民投票。両論併記に対してダムなし案で答申したという中で、そういうことも含めて

住民投票も考慮に入れてやりなさいよと、いうように取られては困りますよということ。で

すから、部会報告の中での住民投票というのは、あくまでも部会報告が添付されますから、

十分そこで反映されてくるんじゃないかと。委員会としてそこまでやるのかどうかというこ

とです。 

 

○竹内委員 

だから、逆にそこまでなぜ検討委員会が否定する必要があるのかということをね、お聞き
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逆にしたいですね。住民の皆さんの意向として出てきた話についてですね、部会報告として。 

 

○宮地委員長 

方法はどうかと、いずれにしてもこの答申について、たぶん県の方は住民に、こういう考

えでやるがどうだということをお示しするわけですね。そういう場合の対応はある、いろい

ろあるわけだと思っております。ですから、その時に住民投票やれと言ってるわけではない

ですけど、そういう声が部会の中であったから、そのへんはちょっと書き込んだと。いかが

でしょうか。 

 

○高橋委員 

いいですよ。部会長がいいって言ってますから。特にいいんですけれども、私はそういう

ふうにちょっと感じたんです。 

 

○宮地委員長 

はい。それからちょっと先ほど申し上げそこなったんですが、５ページのところで、実は

県の財政支援についての話を少し郷士の場合には踏み込んで書いてございます。ちょっとく

どくなったかなと思いますけども、そういうことはちょっと前からと違っております。 

いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○石坂委員 

今の住民投票のことについての考え方ですけど、部会の中から意見が挙がったということ

に対して、それも一つの材料というぐらいの位置付けでね、重点はやっぱり住民合意をどう

得るかっていうところに私もあると思うんですよ。そういう点では、既にこれからスタート

してくわけですけど、例えば浅川・砥川でも流域協議会ができていくわけで、この流域でも

流域協議会ができたり、その中での住民意見がいい意味で生かされていく中では、何も投票

まで持ち込まなくても合意形成は可能な場合もね、むしろその方が今後の展望としてはある

んじゃないかなっていうふうに思いますし、財政支援の問題でも、より具体的な方向が進ん

でいくと、かなり今まで、従来の経過の中で、本当にその思いが、思いというのは住民の皆

さんの思いですけど、その思いが県の施策に生かされるのかなっていう点の、不信とまでは

言うと言い過ぎかもしれませんけど、生かされないのではないかという不安な思いがね、や

はり部会の議論の中では住民投票っていうようなご意見にもなっているんではないかと。だ

から、これが今後の流域協議会が設置されることをはじめ、さまざまな合意形成の県と市町

村を含めた努力の中では、逆に合意形成が広がっていく方向に私は確実にいくと思いますの

でね、部会の中で挙がった、そういう意味でのこの時点でのご意見という点で反映するとい

うことは、それはそれでいいでしょうと思いますけれども。 

 

○宮地委員長 

はい、はい。確かにおっしゃるように、この文章の２ページの最後のところのポイントは、

「住民の合意を得るよう最大限の努力をする」と。そこにポイントはあるんだと、私はその

つもりでおりますけれど。ただし言葉は動いていきますけど、気持ちはいかがでございまし

ょう、今の石坂委員のご意見も、どうぞ植木委員。 

 

○植木委員 

はい。私も起草委員で、この取りまとめには基本的には合意していたんですが、やはり今

高橋委員さんからですね、この住民投票っていう問題が出されたわけですね。私もこれどう

も気になりましてですね、今読み返してみるとですね、果たして住民投票という手段、基本

的にはそれをやった場合にですね、われわれはダムなし案なんですね。ダムなし案というこ

とでいくんですが、住民投票が一人歩きしてですね、住民投票もいいじゃないかと。検討委



 

 17  

員会はそう認めてるんだからやりましょうといって、これがどっちに転ぶかわかりませんけ

れども、もし行われた場合を考えた場合にですね、まったく検討委員会との考え方とは違う

ような方向に出る可能性もあるわけですよね。そういう非常に何というんですか、この案自

体が不安定な内容を含んでるということについてですね、私自身ちょっと気になり出しまし

た。今読んで、聞いておりまして。このとらえ方だと思いますね。住民投票っていう意味の

とらえ方だと思います。今石坂さんが言われたようにですね、最大限の合意を得るような努

力をするんだというような話は、私は基本的にそうだと思います。それが住民投票という問

題も、これも合意を得る一つの手法だという理解してですね、これが行われた場合に、どう

その結論に対してわれわれは判断していいのかということがちょっと今聞きながら思ったん

ですけども。ちょっと何とも歯切れの悪い言い方なんですけどもね。 

 

○宮地委員長 

ただですね、私の意見を申し上げますと、住民投票っていうのは県がやるわけじゃなくて

村が選択するわけですね。つまり、じゃあ今のようなご心配はあるかもわかりません。もし

そうなったらですね、結局検討委員会がどうこうというよりは、やっぱり県が考えている方

向が住民に合意を得られないってうことなんですよね、話は。だから、その時はその時でや

っぱり考えなきゃいけないだろうと、私は思うんです。委員会の考え方がどうであったにし

てもですよ。つまり委員会の考え方はこういうことである。この方向でいく。それに対して

県が、それじゃあこういう方向で考えましょうという案を示すわけですよね。それに対して

住民の合意がどういう恰好にしても得られないとすれば、それはまたやっぱり委員会がどう

こう立場というよりは、県が対策をどう考えるかという基本的な問題に戻るんだろうと、私

は思うんですけどね。 

 

○植木委員 

なるほどね。よろしいでしょうか。 

まさに委員長が言われたとおりだと思います。ただしですね、ちょっとすいません。もう

一言、言わせていただければ、こういう答申の性格ですよね。性格をどういうふうに持って

いくかっていう場合に、ある程度一つのわれわれの考えた意見を筋が通るように出すべきだ

というふうに思うんですね。ですから、あいまいとなるような表現はできれば避けた方がい

いのではないかというのが個人的な言葉でして、決してこれをですね、入れなくてもですね、

流域協議会を設置し、住民の合意を得るよう最大の努力をすべきであるという、これだけで

も十分ではないかというふうにちょっと思ったもんですから、 

 

○宮地委員長 

なるほど。そういう見解はございますね。 

 

○植木委員 

決定は皆さんの指示に従います。 

 

○宮地委員長 

いかがでございましょう。いろいろ意見ございますが。 

 

○松島（信）委員 

私は宮地委員長とこの点については最初から対立しておりました。なぜ対立しておるかっ

ていいますと、村長さんをはじめ村の意見は、検討委員会でダムは否定されたという経過は

あったとしても、ダムをあくまでも推進したいというのが現状の意見です。村長さんが再選

された言葉の中でもはっきりとそうおっしゃっておられました。したがって、これが一つの

今後の焦点になるかなと思います。 
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○高橋委員 

ですから、私はもし住民投票をやってダムという案になったっていう場合にどうなるんで

しょうかという、心配してるわけです。 

 

○宮地委員長 

ですから、それは私は基本的に住民の合意を得られなかったということになるんだろうと

思いますよ。それは。 

どうぞ。 

 

○宮澤委員 

私も今の委員長の案に賛成です。といいますのは、ここまで論議した時に、これを削った、

これ論議にならなければいいですよ。論議になってですね、一つの大きな民主主義の選択肢

をですね、ここからカットしたということはですね、今委員長が言われるようにですね、一

つのやっぱり、私は焼き物屋なもんですから、火の懐に委ねると。人事を尽くして火の懐に

委ねるという気持ちからすればですね、やっぱりみんなで論議して、という今委員長の私は

気持ちがそこに現れておいでになられるんじゃないかと思いますので、これは別に残されて

も大きな問題にもならないし、それから今委員長の説明ですべてが尽きていると、私は思い

ます。 

 

○石坂委員 

多少繰り返しの意見になりますけど、宮澤委員の意見に賛成ですが、委員長が今言われた

ように、結果として私たちは精いっぱい議論して、これをまとめていくわけですが、部会か

らも住民投票の意見が強く出たことの反映がここにあるのであって、この答申を出した以後

は、もう委員会の手を離れて県のご判断になり、最終的にはこれは住民合意がない限りは押

し付けるわけにはいかないわけで、それから先のことは、もう委員会の手を離れた問題だと

思うんですよね。その中で合意を得られないものを押し付けるわけにはいかないわけですか

ら、それはその時点で住民の皆さんと地元、豊丘村、それから県との間で協議してお考えい

ただくしかないわけで、そこまでどこまでもこの委員会が引きずっていくわけにもいかない

という点では、現時点での最良といいますか、議論の取りまとめとして、しかし私はそうじ

ゃなくて、この間いろいろ発展してきてます住民合意のかたちと、それから県の新たに示さ

れた具体的な支援策、それらが理解されてく中で必ず合意の方向に広がっていくと思います

のでね、心配しなくてもいいんじゃないかと思っていますけれど。 

 

○植木委員 

じゃあ結構でございます。はい。 

 

○高橋委員 

いいですよ。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。 

 

○植木委員 

いいです。 

 

○宮地委員長 

そのへんは、竹内委員どうぞ。 
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○竹内委員 

そういうことでひとつご理解をいただきたいと思います。それと、もう一点、その一方の

ですから二律背反じゃないですけども、これ要望するようになってるからいいんですが、起

草委員会では例えば条例の制定、放出禁止条例の制定については、どこが主体になるかとい

ったら恐らく村じゃないかというお話なんですね。ですから、これはちょっと考えがあると

いうことだけお聞きだけ、別に削れとかそういうことじゃないんですけど、聞いておいても

らいたいのは、例えば農薬の問題があるわけですよね。 

豊丘村というは、やはり名前のとおり豊かに、それこそかじとかですね、１年通してやら

れてまして、だから、その生活の糧といわゆる農薬の絡みっていうのは当然出てくると思う

んですよ。だから、そこまで踏み込んで村が作るべき、村の方策についての汚染対策、物質

の対策の除去について農薬も含めて踏み込んでやった場合に、要望ですからいいんですけど、

かなりの論議というものが巻き起こるということは、私は予想はしている話なんです。だか

ら、そこまで踏み込んでっていうのは、当然対策は村としても当然独自のことをやんなきゃ

いけない時代ですから、それはいいんですけども、そんなふうに感じてるっていうことは一

つ、申し上げてだけおきたいと思います。 

 

○宮地委員長 

はい、わかりました。これは、要するに、硝酸・亜硝酸の除去の話がかなり出てましたん

でね、それほど除去、大変なことならば、やっぱりそういう制定、条例による制定というも

のを考えてもいいじゃないかと。それは要望するということでございますので、そういう意

味にご理解いただきたいと思いますが。 

いかがでしょう。だいぶ議論もこれ読みましたんで、これはたぶん議事録を読んでいただ

ければいろいろご理解もしていただけると思いますが、いかがでございましょう。よろしゅ

うございますか。 

 

（結構です） 

 

はい。それでは、この委員会ではこれを原案とする、先ほどの最大限努力すべきである。

すいません。どうぞ。 

 

○藤原委員 

住民投票のことは話は今決まったっていうことでいいんですが、一つ、確認しておきたい

とこあるんですが、５ページのとこの下から８行目なんですが、「特にダム代替の場合には優

遇して補助するというこの方針」って書いてあるわけですね。 

それで、前回の時もお聞きしたんですけれども、今日高橋さん、幹事長はおいでになって

るんで、もう一回確認しておきたいんですが、駒沢川の場合には、一応部会の報告とすると

ダムによるということになってますから、ダム代替ではないんですが、この場合の利水の問

題について、新規水源の調査の初期投資についてですね、このことについてはダムによると

いうことになってますから、優遇して補助するということはないということになるわけです

か。ちょっとそこのところ、先週も、前回の時も同じようなことだったんですが、その時は

高橋さんおいでにならなかったんで、一応確認しておきたいんです。 

 

○宮地委員長 

つまり、この答申自身じゃなくて、他のことですね。 

 

○藤原委員 

この文章っていうのがですね、駒沢川の方に影響してくる可能性があるもんですから、ち
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ょっとここだけお聞きしておきたい。 

 

○宮地委員長 

でも、この文章は前の県の説明のままですよ。 

 

○藤原委員 

はい。だから、これはいいんですが。 

 

○宮地委員長 

ですから、それは駒沢の場合にどうなるかという話ですね。 

 

○藤原委員 

「ダム代替の場合には優遇して補助するという方針」だというんですが、ダムによるとい

う場合には、この優遇して補助するということは、もう見込みがないんだということなんで

しょうかということを、もう一回今日高橋さんおいでになるので確認したい。今回のこれに

関係してません。 

 

○宮地委員長 

はい、この答申はよろしいですね。 

 

○藤原委員 

この答申の問題ではなくて、 

 

○宮地委員長 

この言葉で今気が付いたということですね、 

 

○藤原委員 

この言葉についてちょっとお聞きしておきたいなということです。 

 

○宮地委員長 

どうでしょう。それね、駒沢の時にお話しいただいたらいかがかと思うんですが。どうで

しょう。今すぐご返事いただかなきゃいけない。 

 

○藤原委員 

いや、駒沢の時に高橋さんおいでになればいいんですけども。 

 

○宮地委員長 

駒沢の時、おいでいただけるつもりでおりますが。 

 

○藤原委員 

なら、その時にお聞きします。 

 

○宮地委員長 

１時からならおいでになりますね。 

 

○藤原委員 

わかりました。じゃあその時で。 

 



 

 21  

○宮地委員長 

午後１時から駒沢の議論に入ります。黒沢は後回しにしまして。というのは幹事長、１時

間ぐらいしかおいでにならん。その間に今の話を出していただいて、いかがでしょう。 

 

○藤原委員 

はい、わかりました。お聞きしたかったんで。 

 

○宮地委員長 

それでは、この郷士沢の話、この委員会でご了解をいただいたと。ちょっとまだ修正する

点があるかもわかりませんし、先ほどと同じように、ご欠席の委員にも改めてちょっと意見

をお伺いします。しかし、大体大筋によって変わらないということになれば、これを答申と

したいということでございます。同じように、これを知事に持っていくのには、先方のご都

合もございましょうし、こちらの委員のご都合もございましょうから、また適当な方に複数

で行っていただくようにお願いをしたいと思います。たぶん今日の話で、薄とこの郷士の話

は同時に持っていけるだろうと思っておりますが、そんなことを予定しておりますので、以

上のようなことでご了解をいただきたいと思います。ありがとうございました。 

それでは郷士沢の答申についての話は終わりました。 

ちょうどですね、予定しました、これで、今まだ１０分前なんでございますが、午前中こ

こまでで切って、午後、先ほどご心配の駒沢の話についていろんな話が出ておりますので、

幹事長おいでのうちに今の藤原委員のご質問はぜひお答えしていただくように考えてお願い

したいと思っております。 

 

○藤原委員 

はい、わかりました。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。 

それではちょっと１０分ほど早うございますが、これで午前中の審議を終わりまして、休

憩といたします。ありがとうございました。午後は１時から。それでは午後１時からお願い

をいたします。 

 

（昼食休憩） 

 

○田中治水・利水検討室長 

それでは大変お待たせをいたしました。午後の審議の方を再開をお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

はい。それでは午後の審議を再開いたします。 

お手元の順番では４番目に黒沢川流域の治水・利水対策についてとなっておりますが、実

は駒沢川のことについて、先ほど藤原委員のご質問、あるいはわれわれがお願いしました返

事について幹事会の方の都合もありますので、実はこの駒沢川流域の治水・利水対策、これ

を先にやりまして、あと黒沢川と角間川に入りたいと。午後、そんなふうな予定でおります。

大体５時まででございますので、休憩時間をちょっと除きますと、大体一つ平均１時間ぐら

いの審議でいかないといかんだろうと思っておりますが、そんな予定でおります。 

それでは、まず駒沢川の流域のことにつきまして、前に駒沢川流域面積についての県の見

解を出してくれと。もう一度お願いしたいということを言っておきました。それについてご

説明をいただきたいと思います。はい、お願いいたします。 
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○幹事（河川課長） 

はい。河川課長の小林正登と申します。それでは資料５をご覧いただきたいと思います。 

「駒沢川流域面積について」っていうことで、流域面積を決定する際の基本的な県の考え

方につきましては、前々回の２６回の検討委員会の資料でもってお話したとおりでございま

す。 

議論となっております平坦部については、降雨による表面水が駒沢の方へ流れ出るもの、

それと駒沢川と高橋川の方へ流れるものとが混在していると判断をし、駒沢川の方へ流入す

る可能性のある区域を駒沢川の流域面積としました。 

明瞭な尾根線等により確定できない地形については、厳密に流域界を決定することは極め

て困難ということでございます。 

前回の委員会での審議を踏まえ、流域界を決める一つの方法といたしまして、駒沢川と高

橋川の流量観測を行いまして、流量比により流域面積を分割する方法が考えられます。この

方法により流域界を想定をしても、計画降雨量があった時には河川へどのくらい流量が流出

しているか解析することが非常に重要と考えております。 

現地の方の農業用水路につきましての評価でございますけども、簡易的にその流下能カに

ついて検証をいたしました。対象流量は、河川計画で用いられる合理式により算出し、既設

水路の流下能力、水路断面と縦断勾配から算出をいたしました。 

一番北、次のページの図面の方とちょっと見てご覧をいただきながら、こうすればありが

たいんですけども、一番北側の農業用水路は、流域面積が０．２km2 として算定をいたしま

した。この結果、北水路基準点では、１／３０の年確率で流量は４．２m3 毎秒の流量が見込

まれ、既設水路の対象とした断面、流下能力につきましては、１．１m3/s、さらに中央水路

での流下能力は０．７m3/s をあわせても流下能力が不足してる結果となりました。 

以上のような状況を踏まえまして、流域面積につきましては、今後駒沢川と高橋川につい

て流量観測等を行い検証していくなかでもって見直しを考えていきたいと思います。以上で

ございます。 

 

○宮地委員長 

こういう見解なんですが、ご質問がたぶんあると思います。どうぞ。 

 

○藤原委員 

このあれで「議論となっている平坦部については、降雨による表面水が駒沢川へ流れ出る

ものと、高橋川へ流れ出るものが混在していると判断し」っていうのは、もう既に、この間

の基本高水を既に決める時にもうそういう判断をして、駒沢川へ流入する可能性のある区域

を駒沢川の流域面積としましたということですか。要するに示されてる５２m3/s っていうふ

うなものがありますね、基本高水。その５２m3/s を決めるにあたっては、混在しているとい

うのはわかってたんだけれども、駒沢川へ流入する可能性のある区域を駒沢川の流域面積と

しましたということですから、５２m3/s を出したところについては、そういう判断をしてや

ったんですということですか。この「しました」ということは。 

 

○幹事（河川課長） 

今、委員さんのご発言のとおりでございます。 

 

○藤原委員 

とすると、その５２m3/s というものについては河川課では正しく判断をしていたというこ

とになるんですか。 

 

○幹事（河川課長） 

そのとおりでございます。うちの方の今までの解析方法っていうか、等高線だとかそうい
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うのでもってやってると、こういう現地を見る中でもって、混在する中でもって、５２m3/s

についてはそういうことでございます。 

 

○藤原委員 

部会とか、それから検討委員会で指摘されてるのは、それは間違えだったんではないかと

いう指摘をしてるっていうのはご存じですよね。にもかかわらず、今日出された見解という

のは、従来のが正しかったということを県の方では主張するという意味なんですか。 

 

○幹事（河川課長） 

今まではそういうことでしたけども、一番最後の２行にありますとおり、いろいろと現地

だとか細かいところを見るうえで、流量を確認して検証していく中で、見直しも必要かなっ

ていうことでございますけども。 

 

○藤原委員 

部会でも指摘きされたし、私たちの調査でもそうなんだけども、やはり流域面積の算定の

仕方が間違ってるんじゃないかという指摘をずっとしてたわけですよね。ここの部会、２月

になっての部会ですけども。それと、それから現地調査をして、これは違うんじゃないかと

いうふうに言ってるわけですよね。だから、そのところについては間違えではないというこ

とは、この３行の中にあるんですか。ちょっとそこのところが、やっぱりここのところでね、

そこのところが流域面積としましたというのは、これはそういうふうに取られるんですよね。

単なる流量の問題でいうよりは、むしろ流域面積の算定の仕方がおかしかったんじゃないで

すかと言ってるんですが、それについては正しかったということなんですか。 

 

○幹事（河川課長） 

繰り返しになりますけども、正しかったということでございます。けども、いろいろ現地

だとか、部会だとかでご意見ある中で、平坦地で微妙っていいますか、そういう部分がある

というか、そんなようなことを頭におき、いろいろと調査をする中で見直しっていうか、そ

ういうことをしなければいけないと考えてまいりたいということでございます。 

 

○藤原委員 

前はそういうことでやったけれども、委員会で基本高水ワーキンググループを中心にした

調査をしましたよね。そしてここはやっぱりおかしいんじゃないかという指摘があったんで

すが、それ以降の県の回答として、こういうのが出てくるんですか。 

 

○宮地委員長 

どうでしょう。はじめの３行は前のことですよね。そうですね。その後のところとのつな

がりがよくわからん。厳密な境界を決めることは困難だと言っておられる。前回の委員会の

審議を踏まえて、流域界を決める一つの方法としてというようなことを言っておられるのは、

つまり、前はそう思ったけども考え直す範囲はあるとおっしゃってるのかどうか、そういう

ようにしか受け取れないですわね、これ。 

 

○藤原委員 

流域面積がね、境界を変えるということでぼくは出てくるのかなと思ったんですよ。前は

こういう境界をやったけれども、やはりここの部分については、高橋川の流域に所属するか

ら、だからこの分だけ少なくなりますという話になるのかと思ったんですが、それについて

は触れていないでね、その流量について、高橋川とそれから駒沢川へ分かれる部分について

は流量観測をやって決めてくるという話になってるわけですね、この県のあれはね。 
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○宮地委員長 

そうですね。 

 

○藤原委員 

比較的、基本高水なんかの場合にも、流域面積っていうのはすぐわかるんではないかとい

うことで、だからこの部分については、本来だったら高橋川の流域なのに駒沢川の流域に入

っていましたというふうな、そういう見解が出てくるだろうと思ってたんですが、どうもそ

このところはまったく読み取れなくて、要するにその段階での県は間違ってなかったんだと

いうことですよね。今日の県の見解というのを見ると。ちょっとそこのところが納得いかな

いですね。 

 

○宮地委員長 

それは「流域界を決める一つの方法として」と書いてありますよね。 

 

○藤原委員 

流量でね。 

 

○宮地委員長 

流量で流域界を決めようと、こういう机だけではいかないから、こういう言い方をなさっ

てるように私は思うんですが、ということは、やっぱり流域界は前は正しいと思ったけど、

少しは違う、違うって言ったらいかんのかな。 

 

○藤原委員 

いや、だけど流量でもって決めたって、その流域界を訂正するわけじゃないんでしょ、こ

れでは。流域界はもう前にやったとおりだと。それで、今まで部会とか検討委員会の方では、

流域界は少し違うんじゃないかということを言ってるんで、その流域界を訂正すれば、ある

程度流量についての変更はできるんじゃないか、ということが簡単な話だったと思うんです

よね。それで、境界がどこらへんだということを見に行ってるわけです。ところが、その境

界の修正ということについては触れてなくて、流れてくる水の量だけでその流域界を決める

と、流域界決めないんですよ、これね。要するに、この中の４．２km2 ですか、そこのとこ

ろでどのぐらいが高橋川部分だっていうことは、ここでは決めないんですか。 

 

○宮地委員長 

私のこれを読んだ感想を申し上げますと、つまり今まではですね、私ども駒沢川のことだ

け考えて、駒沢川の流域面積はどうだということを言ってたわけですね。それに対して、ど

うもここで言ってるのはね、高橋川の流域はどれだけあるかということ、どれだけそこへ入

ってるかということを言うのに、今度は高橋川の流量観測もやろうと、そうおっしゃってる

ように思うわけですよ。だから話がちょっとこんがらがってるように思いますのはね、要す

るにわれわれは今までは少なくとも駒沢川の話だけを見ていて、そこで流域というものがあ

る程度はっきりしたものが浮かび上がるんじゃないかと、こう思ってた。どうもそうじゃな

いと言ってるみたいに、私は受け取るんですがね、これ。そこんところは。どうでしょう。

他の委員の方。今日これをお読みになって、どうぞ。 

 

○高橋委員 

私はこれでいいと思ってるんですが、なぜかと言いますと、ここに言ってるように、平坦

部についてですね、表面水量が駒沢と高橋、どちらへ流れるかっていうのがわからないとい

うことなんですよね。難しいということで、一応駒沢川へ流れるという計算でやりましたと。 
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○宮地委員長 

そうですね。 

 

○高橋委員 

当初計画をね。しかし、ご指摘がありましたので、それらについては両方の流量を調査し

まして、その比で分けましょうと、こう言ってるわけですから、それしかないんじゃないで

しょうか。等高線がないわけですから、平坦部ですから、どちらへ流れるのかわからないっ

て、こう言ってるわけですから、私はこれでこの方法しかないんじゃないでしょうか。それ

で面積を決めると。 

 

○藤原委員 

はい。従来、高橋川に流れてる流域っていうのはあるわけですね、流域界が。流域面積っ

ていうのはあるわけですよね。そこの水は一応高橋川に流れてるんですね。要するに高橋川

流域のそこの水は高橋川へ流れてるわけ。 

 

○宮地委員長 

私はそうじゃないと思ってますが。高橋川の流域界っていうのは、はっきりしてないんで

しょ。だって、そんなもの調べちゃいないんじゃないですか。 

 

○高橋委員 

できないってわけですよ。 

 

○松島（信）委員 

私も高橋委員の意見は、ちょっとよくないと思うんですよね。 

 

○高橋委員 

ああ、そう。 

 

○松島（信）委員 

ええ。つまりね、もし県がそういうことを言うんだったら、高橋川の流域界をちゃんと示

してほしいですよ。 

 

○宮地委員長 

それはそうですよ、そういうことないとね、それはそうですね。 

 

○松島（信）委員 

そうしなきゃ、おかしいと思うんですよ。これもですね、高橋川の流域界も平坦部が入っ

てきましてですね、大変また複雑なことになるんですよ。 

 

○宮地委員長 

そうだと思います。 

 

○松島（信）委員 

だから、これはあくまでも水掛け論になっちゃいます。 

 

○高橋委員 

だけれども、いいですか。 

計画の時点では、一応境界は作ってあると思うんですよ。 



 

 26  

 

○松島（信）委員 

いや、高橋川の境界は作ってない。 

 

○高橋委員 

いや、それはあるでしょう。 

 

○松島（信）委員 

駒沢川だけの境界を作ってあるだけです。 

 

○宮地委員長 

そうでしょう。 

 

○高橋委員 

いや、だから駒沢川の境界作るってことは高橋川の境界ができるわけですから。 

 

○松島（信）委員 

でも、高橋川の流域の境界線はなにも示されていません。 

 

○宮地委員長 

そうですね。 

 

○松島（信）委員 

この地図見てもらってですね、高橋川のところが青く塗ってありますね。その上に春宮団

地っていうのありますね。それも高橋川の流域に入ります。その北側の川、これは唐沢川だ

ったっけな、そっちに流れる境は何にも書いてないです。 

 

○高橋委員 

そうすると、全部これ駒沢になってるわけですか。 

 

○松島（信）委員 

いや、そういう意味じゃなくて、両者の流域をこれから検討するといわれますが、検討す

る基本の資料がまったく示されていない。 

 

○幹事（河川課） 

今、松島先生、指摘されてるように、この図面の中には高橋川の全体の流域界っていうの

は確かに入っておりません。これは今問題になってるのは、駒沢と高橋の流域をどこに引く

かという部分がありましたので、当面資料としてはこれを出したということです。当然、こ

れで高橋川の流量を観測をしながらどのくらいかという場合には、高橋川の流域ですね、こ

れを出す必要は当然あると思ってます。今日の資料はそういう意味で載せてはございません

けれど。 

 

○宮地委員長 

いや、もともと、すいません。どうぞ。 

 

○植木委員 

すいません。今回３回目なんですが、基本的にですね、話がかみ合ってないですね。私た

ちが質問をしている内容と。といいますのは、ここで流量、結論を言ってしまえばですね、
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流量を決めたからといって、ここの部分の高橋と駒沢の境界はわかるんですか。まず私はそ

れが非常に疑問なんですね。それからですね、私たちは、なぜ今まではっきりしてない部分

があって、それが全部駒沢の方に入ってるんですかと、私はそういう認識でいたんですけど

も、そこをはっきりしてくださいよという地形の問題だと思うんですね。流量よりも地形の

方がこれは私はわかりやすいんだと思っているんですが、まずですね、混在してるとこはど

こなんですか。聞きたいのはあります。一つ一つ私、もうこうなってくると一つ一つ聞いて

いくしかないなと。こういう回答を全然期待してなかったもんですから、混在してる部分は

どこで、それで明りょうに尾根線がはっきりしないので、その部分はどちらに入れたんです

か、ということをまず聞きたいんですね。私は流量配分によってここの部分を確定なんてで

きるとは全然思っていないんですけれども、それは間違えだったら指摘してほしいんですけ

ども。 

 

○幹事（河川課） 

本当に簡単に極端な、簡単に申し上げますと、流量は雨量が同じ例えば流域、同じような

雨量が降ったと想定しますと、降った雨、流域面積に比例して流量は出てくるだろうという

のが、まずもとにあるわけです。したがって、両河川の流量を測れば、その比がほぼ、ほぼ

といいますか、流域面積の比になるだろうということに基づいて、こういう検証をしていき

たいという意味でございます。 

 

○宮地委員長 

それは逆算手法ですからね。 

 

○植木委員 

要するに、雨が満遍なく降った場合にですね、降った場合に、この駒沢川流域と高橋川流

域を出てきた量で案分して、それならここで線を引けるっていう話ですよね、言ってしまえ

ば。要するに、流量から逆算していくっていうことですよね。それは正確ですか。正確にな

りますか。こういう複雑な地形のもとで。それは安易な、私は非常に簡単なやり方でいいと

は思うけれども、現実的な、例えば境界どこですかっていう場合には、それは通じないと思

いますよ、基本的に。 

 

○幹事（河川課） 

例えば一つの雨量だけでやるのはとてもそれはできないと思いますので、いくつかの雨量

が出た中で、確率的にほぼこんな比であろうというようなものが一つあろうかと思います。 

 

○植木委員 

いや、当然一つではやらないと思いますよ。じゃあそれ何年掛けてやるんですか。均等に

降った雨っていうの、どう判断するんですか。 

 

○幹事（河川課） 

均等といいますか、駒沢流域と高橋流域の雨がほぼ同じということでありますので、地域

的にはそんなに広い範囲ではありませんので、そういう雨はあろうかというふうに思ってま

すけれども。 

 

○藤原委員 

満遍なく均等に降ったとしてもですね、高橋川の流域に春宮団地っていう開発されたとこ

ろが片一方にあってね、それから駒沢川の上流っていうのは、これは森林があって、田んぼ

ですよね。そうすると、そこで流量を測ってみても出方がずいぶん違ってくる可能性がある

し、その流量からね、逆にこの境界が確定できるとは思わないわけですよ。ぼくなんかもう
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少し簡単なもんだと思ってたわけですね。現地を見て、それでもって確かに平坦の部分でも

って、どちらかわからないところはあっても、大体このへんが分水嶺ぐらいになって、こち

ら側は大体駒沢で、こちら側は高橋に行くだろうというような線を引いていくとね、そうす

ると流域面積の修正ができるんだろうというふうに思ってたんですけれどね、ところがこの

ことを見ると、流域面積から調べてくるということはしないんですよね。ちょっとそこらへ

んのところが理解できないんですが。 

 

○幹事（河川課） 

当然、今の山林から出る流出量と開発されたとこから出る流出量とは違いますので、そう

いうものはある程度考慮をしていく必要はあるというふうには思ってます。 

 

○植木委員 

すいません。 

 

○幹事（河川課） 

いわゆる流出係数といいますか、そういうようなものを考慮をして出していくということ

にはなろうかと思います。 

 

○植木委員 

ですからね、これがもう基本高水のですね、最も前から言われてる話でして、非常にこの

数値が果たして正確なのかっていう問題があってですね、それでいろんな要素によって全然

違ってくるっていうのはあるわけですよね。それで本当に基本高水はこれでいいかっていえ

ば、高いんだ、高いんだっていう話があって、そういったいろんなファクターをですね、予

測のもとでやった場合に、果たしてきちんと出るかっていうのは、現実のこういった立地条

件の中で言えるかっていうことなんですよ。あくまでもこれは、例えば流出係数はこうだ、

そして流量はこうだ、粗度係数はこうだっていうふうにやったとしてもですね、ここの部分

の確定ができるんですかっていうことなんです。言ってることわかりますか。非常に難しい

んだと思いますよ。一つの流域がどういうような形で水がでてくるかっていう問題っていう

のは非常に複雑ですから、それを単純に出てきたものでパーンと割りましょうっていう話で

すよね。それは難しいっていう話であって、今までの貯留関数の問題だってそうだと思うん

ですよ。ですから、納得いかなかったわけですね。それでも、まあ一応、河川計画っていう

ことでそういうことを出してるということで認めてきたわけですけども、しかしここの場合

には、ここ一部分の境界ですよ。それを今みたいな方法でやった場合に、私は絶対正確なも

のは出てこないと思いますよ。違いますか。教えてほしいです。そういう方法で出るのかど

うか。技術者としてですね、良心にのっとって言ってほしいです、私は。 

 

○宮地委員長 

どういうふうに言ったらいいですかね。要するにね、やっぱり私聞いておりまして感じる

のは、普通はですね、流域面積なんていうのははじめ条件ではっきりしてるはずなんだ。そ

ういうものを使って流量が出てくるわけですよね、普通は。それを今度は流量を見て流域面

積、境界は別にしましてね、流域面積を考えようと、こういうことなんですが、それだから、

ちょっと話が逆になってる。そことこがやっぱりかみ合ってないんだろうと私は思うんです

がね。ちょっと伺います。高橋川の、現在一応駒沢川の流域界というものははっきりありま

すね。お持ちだろうと思います。高橋川についても同じものがあるんですか。 

 

○幹事（河川課） 

現時点ではまだつかんでいない。 
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○宮地委員長 

ということは、つまり比較するものがない。 

 

○幹事（河川課） 

現時点はというだけでありまして、それは作業をすれば出てくる、あると思います。 

 

○松島（信）委員 

はい。 

 

○宮地委員長 

ちょっと待ってください。今、返事をしようと思ってるわけです。はい。 

 

○幹事（河川課） 

現時点でもってここがということは持っていませんが、今後こういう考え方に基づいて調

査をしていきたいということでございます。 

 

○宮地委員長 

ああ、そうですか。 

 

○幹事（河川課） 

駒沢についてはありますけども、 

 

○宮地委員長 

今はないけども、高橋川の方にも作ってやる。 

 

○幹事（河川課） 

高橋の方にはこういう考え方に基づいて、そうすることによって、この別紙に付いており

ます北水路基準点と圃場整備の中の紫色で書いてあるところの流量によって面積が出せると

いう、そういうことでございます。ですから、高橋の方を現時点でこうだということについ

ては、これからだと思います。 

 

○宮地委員長 

ああ、そうですか。はい。松島委員、どうぞ。 

 

○松島（信）委員 

今のお答えは、お答えとしては矛盾ないように聞こえますけどもね、現地を知ってるもの

についてはあれですね、高橋川の流域面積をどうやって決めるか。これはまた駒沢以上に難

しいんです。この地図見ていただいたらいいんですがね、ここんとこ難しいですよ。駒沢川

との境界より難しいですよ。流域面積をどこで引くかっていうことは。なぜ難しいかの一点

は、前面的に開発された春宮団地でどのように線を引くか。それから北の唐沢川。これが結

構大きな流量持っています。この川はですね、霧訪山から流れてくる川なんですけれど、高

橋川の流域と同じように、雨が降るなんていう、そういう仮定もおかしい。どうして雨量ま

でここの流域で平等に考えられるかなんていうことだったって疑問です。それはさっきから

植木さんが言うようにですね、そっちの仮説の方がはるかにややこしいわけですよ。なぜや

やこしい仮説を持ち出してきてね、自衛隊道路の通っている平坦な地形で流域界を決めた方

がわかりやすいです。どっちへ流れるかなんていうことを決めるのはね。それを捨てておい

てですね、なぜこんな複雑な方法をとるのですか。言ってみれば、河川の専門家がどうして

そういう複雑な方へ議論を持ち込むんでしょうね。 
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○藤原委員 

ぼくはこの問題が起こった時には、単純にですね、境界をもう一度見直してみて、こちら

側の水は駒沢川、こちら側の水は高橋川とうふうにね、流れる境界をずっと見てくれば、そ

してその面積を測ってやればね、そうすれば盛り込まれた部分がいくらっていうふうにわか

るんじゃないかというふうに思ってたわけですよ。ですけど、そこのところについてはね、

ちゃんとやってますという、しましたということでね、間違ってなかったと。だけども、い

ろいろ問題になったんで流量を調べてみるって言うけど、流量で今問題になっている区域の

中で、どの部分が高橋川へ流れて、どの部分が駒沢川に流れるかって区分できるんですか。

高橋川の流量観測することによって。高橋川の流量観測っていうのは全体をやるわけでしょ。

それとも、ここのところから来るところでどっか１カ所、流量観測のとこ作ってやるってい

うことですか。そこのところが、この高橋川の流量観測っていう意味がね、高橋川の流量観

測をやるんだとすれば、松島先生おっしゃるように、高橋川のじゃあ流域面積はどこなんだ

ということを決めなきゃいけないわけですね。だから、その全体の面積を決めるよりは、む

しろじゃあ今問題になってるところで、高橋川へ行く部分と、それから駒沢川へ行く部分に

ついての流量観測をするとすればね、こちら側へ流れてたっていうのわかるかもしれません。

だけど、今の段階で、高橋川の流量観測っていうと高橋川全体になっちゃいますよね、この

話で見てるとね。そうすると、それを流量観測することによって、この間の境界がどこだっ

ていうのは決まらないんじゃないかなっていう気がするわけなんですけどね。それはどうな

んですか。 

 

○幹事（河川課） 

いろいろとご議論があるわけでございますけども、県といたしまして、流量でもっての検

証と見直しという、一つの考え方を示したわけでございます。しかし、いろいろと現地を見

たりする中でのこれがベターっていう方法としては、ちょっといろいろと今までの委員さん

たちのご意見をしますと疑問に思う点もありますので、また委員さんたちと少し平場でちょ

っと意見交換というか、お聞かせ願う中で詰めていければと思う次第でございます。 

 

○宮地委員長 

そうですか、はい。本当に確かに議論かみ合ってない。というのは、藤原委員おっしゃっ

たように、われわれは駒沢の流域のとこだけ見てて、ある程度の方向が出るんじゃないかと

思ったわけですね。それを高橋の方もやらなきゃいけないよと言ってるから、それでわから

なくなったというふうに私は思うんですよね。ですから、そのへんやっぱりもう少し対立す

るならするっていうことをはっきりすれば、私は委員会としては考えようがあると思ってお

りますけども、それがあいまいのままだとまずいですから、今おっしゃったように、何か少

しいろんなとこで話をしてみて、ざっくばらんに話をしてみたいと、こうおっしゃっており

ますので、別に秘密会をやるつもりはありませんですが、いろんなことをやってみた方がい

いんじゃないかと私も思います。どうでしょう。はい、どうぞ。 

 

○松島（貞）委員 

前回も言ったんですが、冒頭は藤原委員が言われましたが、この基本高水決定してダム計

画した時の流域面積は、それは正しかったっていうことは、高橋委員も言われ、私もずっと

言っておって、そのことはいいというように思うんですが、計画段階の流域面積のとらえ方

は、それはオーソライズされたものだというふうに考えるべきだというように思っておりま

して、しかしその後の委員、私、現地踏んでなくて申し訳ないんですが、委員会で現地を踏

まれた皆さんは、明らかに高橋川へ流れる流域が駒沢川の方へ入っておったという認識を持

たれたということなんだけれども、それは県の方でそれを認めたくないということなんで、

私どもずっと言っておるとおり、いつの段階で認めるかっていうことだけが問題であって、
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そうなれば、あくまで県の方は流量調査をして、こういう方法で決めたいということであれ

ばですね、今委員長言われたとおり、私ども委員会の判断としては、この基本高水について

は確定することはできなかったっていう判断をして答申案をまとめる以外にないというよう

に思っております。要するに、これは高橋委員も言われたとおり、本当にこの流域を決定し

て確証する方法の話だというように思っておりまして、現地だけ見ただけでわかるというよ

うに言われる委員さんもおられるし、県の方はそれだけじゃわからんというように言ってお

るんで、どこまでいっても平行線だというように思うんで、だから流量を、雨が１００m2の

とこで降って、６０こっちへ流れて、こっちへ４０行けば、そのわからんとこを四分六にす

るっていうような話だと思うんだけども、それでも、そのことによって見直すということに

なればですね、期間をどのぐらい掛かってどうなのかっていうことだけお聞きして、そうい

うふうに答申までにまとめなければならないというように思っておるんですが、平場で話す

っていうふうに言われておるんだけれども、現地を見た状況で、この前から言っておるとお

り、県の方がその委員さんたちや現地の意見を多く採用して、じゃあこの場で流域面積を少

し直しますっていうふうに言えない限りですね、検証するまで言えない限り先延ばしになる

だけのことでございますので、われわれはそういう判断をしてまとめる以外にないんではな

いかというように思っておりますが。 

 

○宮地委員長 

おっしゃることわかりますが、つまりそこまでいくまでにもうちょっと時間を貸そうとい

うことだろうと、私は思っておりますが。どうでしょう。最終的に言ってね、つまりそこら

へんが平行線だということがはっきりすれば、これは委員会は委員会としての見解を出せば

いい。私はそう申し上げてる。それまでに、今この段階でもうそういうもんだと決めつける

前に、もうちょっと時間をということを私申し上げたつもりなんですが。どうでしょうか。

決して、松島貞治委員の言ったことを否定してるわけじゃございませんが、今県の方もちょ

っといろいろ考え直すとまでは言い切れないかもわかりませんけども、いろいろ言ってみた

いという気があるようですから、やっぱりすれ違いはすれ違いではっきりさせるところをい

つまでも引っ張るわけにはいきませんです。どうぞ、藤原委員。 

 

○藤原委員 

すれ違ってる理由がわからないんですよね。というのは、県が駒沢川流域だというふうに

入れたところを、ワーキンググループの人を中心にして検討委員会も見てるわけですよ。そ

して、これはやはり高橋川に流れる部分も入ってると。 

 

○宮地委員長 

そういうことです。 

 

○藤原委員 

たぶん、ここのところじゃないかっていう、平坦だからわからないけれども、ある程度線

が引けるだろうということを考えて書いてきたわけですね。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○藤原委員 

そして、このところで大体妥当の線が引ければ、その面積を出せばね、その面積の配分に

よって５２m3/s って言ってる部分が若干減ってくるだろうというふうな程度のことで考え

てましたから、幹事長もそれについてすぐ調査しますって言われてね、それはたぶん、そう

いうことをやれば済むというふうに思ってたわけですよ。ところが今日の話ですと、これも
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う１０年ぐらい掛けてね、流量調査までやってなんて、ぼくはそんな大変なことだと思って

ないわけなんですよね。ですから、ちょっとそこ食い違ってるんじゃなくて、食い違いさせ

てるんじゃないですか。 

 

○宮地委員長 

そうですね。 

 

○藤原委員 

要するに、この３行のところを認めたくない、要するに３行のとこっていうか、要するに

県はちゃんとやったんだよということをね、最後まで貫きたいからこの３行が残ってるんだ

と思うんですよ。だけど、こちらで言ってることはそうじゃなくて、入ってたということは

現地調査やって明らかだったんだから、その部分の境界はここらへんでどうでしょうかとい

う話をして、それを面積を測ってみれば、それで済むことじゃないかというふうにぼくは思

ってます。 

 

○宮地委員長 

はい。確かに検討委員会の方では、わりにはっきりした見解を申し上げてるわけですね。

そうです。それに対して県の方は、まだそれほどはっきりしてないと思います。もう一つ、

どうでしょう、今ここで決めてしまう、もう一つ私思うんですが、流域面積うんぬんという

話で非常に際どい話になってるんですが、結局これはどこへ話がいくかっていえば、高水が

どのくらいになるかっていうことですよね。考えてみると、私は実はこう思いだしてます。

高水が下がって５２が４８になったとしてですね、それは一つの治水の手当てをどの程度に

できるかということにつながってきますわね。そういう一つの問題がある。それは何か具体

的な治水の手当ての方策がどの程度でいいかということにつながってくるような気がしてる

んです、今。だから今の話はどっかで詰めなきゃいけないと思うんですが、駒沢の話は治水

もあるし利水もあるわけですから、そういうもの全体の中でもう少し議論していくことも必

要じゃないか。その中の一つが流域面積として端的に一つ非常にはっきりした格好で出てる、

と私は思っておりますが。どうぞ。 

 

○藤原委員 

駒沢川の基本高水が５２m3/s で、それで流下能力が３６m3/s しかないから１６m3/s をダ

ムでカットするっていうのがもとの計画ですよね。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○藤原委員 

それで、そのためにダムは６０億掛けるということになってるわけです。ところが、もし

その基本高水が５２m3/s じゃなくて４７、８m3/s ということになりますとね、そうすると、

すべてのことについて変わってくるわけですよ。 

 

○宮地委員長 

変わってきます。 

 

○藤原委員 

例えば、そうすると今基本高水が５２m3/s の場合には、６０㎝の余裕高を見なきゃいけな

いというふうになってるけれども、５０m3/s を下回ればね、そうすれば特例で３０㎝で済む

ということになるとね、それで流下能力ありということになりますから、一つはダムは必要
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でなくなるということになるわけですね。それからもう一つ、じゃあ５２m3/s だということ

で、ダムなしでという計画を一応代替案で出した時ですが、その時にね、河川改修で堤防の

嵩上げをすることによって１１億というのが出てるわけです。だけど、これは５２m3/s とい

うことで余裕高６０㎝で計算をしてますから、堤防の嵩上げということが必要になるわけで

す。ですけど、掘込み河道で５０m3/s を下回った場合には、この河川改修計画、要するに堤

防の嵩上げというのは必要なくなってくるんです。 

 

○宮地委員長 

はい。 

 

○藤原委員 

となると、１１億円というお金を掛けなくて済むんですよ。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○藤原委員 

そうすると、６０億とか１１億っていうお金をがここでもって掛けるか掛けないかという

話にまでつながっていくことなんですよ。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○藤原委員 

ですから、やはりきちんとすべきではないですかということなんです。 

 

○宮地委員長 

はい。ただ、私申し上げてるのは、藤原委員がおっしゃってるのは、治水問題はそうです

ね。確かにそうだと思います。そのとおりだと思います。ですから、駒沢の話っていうのは

治水も利水もあるわけですから、その全体の中で考えたらいいと思っております。 

 

○藤原委員 

利水問題についてはね、代替案の中で、井戸を二つ掘るという案が出てまして、ですから

その治水・利水ということで考えると、治水上の問題というのは、そういうことで基本高水

の見直しをするということでクリアできる可能性もあるし、ですから、そういうことになっ

てくると利水問題だけになってくると、問題はね。そうすると利水の問題としてはね、対策

として井戸を掘るということができるということになっていくだろうと思うんですよね。と

ころが、そのあれを１０年、流量観測できちんと出すまで先送りということになりますと、 

 

○宮地委員長 

いや、そういうことを私言ってんじゃないですよ。先生。それはちょっと誤解だと私は思

いますが。治水問題と利水問題とございますわね。治水のことについては、今の流域の面積

っていうのは非常に深刻な問題です。５２m3/s か４８m3/s か、それによっていろいろ手当て

が違いますよね。だからダムでカットしなくてもいいかもしれん。しかし、駒沢の話という

のは、その他に利水もある。利水の中には井戸の話も、飲み水もありますし、農業用水もあ

る。だから、そういう全体の話をもう少し見ながら言ったらいい。つまり、ダムが必要か必

要でないかっていうのは、率直に申しましてね、ダム案の中には洪水防止と飲み水と、それ

から農業用水と三つあるわけですよ。そういう意味で、やっぱり全体的な議論にもう少し進
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んだ方がいいだろうと私は思ってます。 

どうぞ。 

 

○石坂委員 

この駒沢の流域面積の問題については、部会の最終段階で問題提起がされて以来、この検

討委員会でも毎回ここのところかなりの時間掛けて議論をしてると思うんですけど、そうい

う点で先ほど委員長と幹事から提案がありました、もう少し時間を掛けというか、掛け方の

中身はちょっとわかりませんけど、考えていきたいということ自身はいいんですけど、最終

的には委員会の任期の６月までにこの流域についても委員会としての考え方をまとめて答申

を出していかなくちゃいけないっていうことから考えますとね、平行線であるのか折り合う

のか、そこはともかくとして、最終的にはこの委員会の結論を出せばいいんじゃないでしょ

うか。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○石坂委員 

だから、そういうふうに考えて、もう少し時間をというご提案もあるので、私は多少の時

間はいいと思うんですけど、でもそんなに待つわけにはいかないっていうことで、 

 

○宮地委員長 

そうだと思います。そうです。 

 

○石坂委員 

これだけ議論をして、ほぼ委員、私も含めて委員の意見っていうのは大体固まってきてる

と思いますので、それを答申にどう生かしていくかっていう議論に進んでいかないと、もう

同じだと思うんですよね。と、思います。 

 

○宮地委員長 

そうだと思いますよ。それはそうだと思います。私ちょっと気になっておりますのはね、

駒沢の話は流域面積にほとんど集中してるもんですから、もう少し議論を進めたいわけです

よ。他の方まで。そういう段階でやっぱり流域面積の話が落ち着かないなら、やっぱり委員

会としての結論を、私どもはこう考えると言えばいいだろうと、こう思っておりますが。 

いかがでしょう。どうぞ。 

 

○竹内委員 

一点だけ確認しておきたいんですけど、この報告、流域面積についての報告の下の方の段

に、農業用水について流下能力を検証されたということの中にありますね。それでその中で、

いわゆる不足する、要するに既設水路の対象とした断面で流下能力が不足しているという結

果となったという書き方されてますね。ですから、逆にいうと、この不足している約２倍強

あると思うんですけども、この不足しているものの断面が解消されればですね、要するに、

検証した結果、解消されれば流域面積は縮小していいという見解の解釈でいいのかどうかっ

ていうことと、県の方の出した資料の意味についてね、裏を返せばどうなるかっていうこと。

そこだけちょっと確認しておきたいんですけど。 

 

○宮地委員長 

はい。お願いします。 
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○幹事（河川課） 

ここにあります計算のとおり、４．２m3/s が飲み込めれば、それは高橋川の方へ行ってし

まうということでもって、やっぱりあふれてしまうもんで、微地形でもって微妙なとこが、

そういうことです。 

 

○竹内委員 

そういう解釈なんだね、この読み方はね。はい、わかりました。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。 

 

○竹内委員 

はい、結構です。 

 

○宮地委員長 

これはそういう言い方ということはご理解いただけますね。はい。要するに飲み込めなく

てあふれるんだという主張ですな。わかりました。 

それでは、先ほどの河川課の方のご説明もございましたんで、何かちょっと時間をどっか

で取りましてですね、いろいろお話を聞いてみたいと思います。そういう意味で、決して結

論延ばしていいわけじゃございませんが、違いは違いとしてはっきりみんなが納得した方が

いい。その上でわれわれの主張は主張として述べましょうと。いかがでしょうか。はい。 

それでは今のことで、この駒沢川の流域面積についてのご説明は一応切りにいたします。 

後へいってよろしゅうございますか。その後にですね、前回の質問をしたことについてご

返事があるということです。農業用水量で部会報告の数字と河川現況の出てる数字が違うと。

これが私が質問したことでございます。それから農業用水の必要量、不足量、どれだけいる

んだという話。それから、細洞ため池の貯水量、工事費、これについてちょっと伺いたいと、

こんな話がございました。三つとも関連しておりますので一括して河川課の方からご意見を

伺いたいと思います。 

 

○幹事（河川課） 

河川課でございますけれども、まず最初に、前回委員長の方からご質問のありました件で

ございます。それで、以前に委員会でお配りしておる資料でございますけれども、第２５回

委員会、今年の３月２７日に行われた委員会の時にお配りした資料４でございますが、第２

５回の資料４でございます。これが駒沢川の部会報告でございますが、この２ページのです

ね、（２）利水の②、農業用水のところに、ダム計画におけるしろかき期の必要量、これが１

０，８２６m3 日あたりという数字が載っかっております。それから同じ日の資料の５―１で

ございますけれども、「河川の流況と利水量について」という資料の４４ページのグラフに、

「駒沢川の流況と利水量、平成１０年」というところに書いてあります、農業用水必要量し

ろかき期８，１３９m3 日あたりという数字の違いがあるというご指摘がございました。それ

で、まず最初の方の部会報告の方の１０，８２６m3 というのは、駒沢川から取水している全

水田の必要量でございます。それから後の方の流況資料中の８，１３９m3 というのは、これ

を計算しております利水基準点となっております大揚口という位置での必要量でございまし

て、全水田の必要量とはなっておりません。その差が出ているということでございます。で

すから、大揚口の取水から下流、それから違うところで、大揚口から取っていないところの

水田の部分はカウントされてないということの中でこの数字の違いが出てくるということで

ございます。 

 

○宮地委員長 
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そうですか。 

 

○幹事（河川課） 

さらに、今の流況の資料でございますけれども、その次のＰ４５のところの、 

 

○宮地委員長 

４５ページっていうことですか。はい。 

 

○幹事（河川課） 

今度は４５ページのところに、しろかき期の水量が８，９１６という数字が出てまいりま

すけれども、この数字につきましては、大揚口での農業用水の必要量に維持流量が同じ４５

ページの右下に７７８m3 というものが載っかっておりますけれども、これを先ほどの８，１

３９に加えた数字、これが正常流量としてこのグラフに載っかっておりますんで、そのよう

な数字の違いがあるということでございますけれども。 

 

○宮地委員長 

ああ、そうですか。書き方は違うんですね。表の。しかし、そうするとね、要するに駒沢

川から農業用水に必要な流量って、どっちを、大きい方ですか。やっぱり。 

 

○幹事（河川課） 

それで、次ぎに駒沢川で必要な農業用水につきましては、お手元、今日配布しました資料

６―２をご覧ください。「辰野町小野地区の利水」という表題の付いてる資料でございます。

この資料は、駒沢川部会の公聴会の時に配布された資料でございます。この資料の右側にダ

ムなし案とダム案についての表が載ってございますけれども、ダム案の方の農業用水のとこ

ろに載っかっているしろかき期１０，８００m3/日、それから普通期が５，５００m3/日、非

かんがい期８０m3/日というのが必要な農業用水でございます。これをダムから補給するため

のダム貯水容量は約２０万m3 ということでございます。ダムなし案の方に挙がっている細洞

のため池を改修する部分につきましては、土地改良課の方からご説明を申し上げます。 

 

○宮地委員長 

どちらでしょう。お願いをいたします。 

 

○幹事（土地改良課） 

土地改良課の粕尾と申します。よろしくお願いします。 

細洞のため池の拡幅、それから霧訪山断層等があるということで、ため池の補強等が必要

ではないかというようなご意見がございました。資料６―２のところにはですね、ダムなし

案、農業用水、細洞ため池を掘削し、必要な貯水容量のうち２万６千m3 を確保し、その時の

投資が３億３千万円になりますというのよな表示がしてございます。 

資料６、１枚前の資料ですが、まとめてありますのでご説明いたします。細洞ため池はで

すね、第二次世界大戦中、昭和１７年から１９年に掛けまして、食糧増産と、それから必要

容量の確保ということで、小野の村の方が総出で造られたというふうに聞いております。現

況では３万６千 m3 の容量がございまして、閉め切った堤体の高さは１１m ほどございます。

ため池の下に霧訪山断層等があるというようなことと、それから戦争当時に造ったため池で

ございますので、堤体が今の基準を一部満たさない、ちょっと薄いようなところがあるとい

うようなことがございます。それから、阪神大震災でため池がだいぶひび割れ等、緊急に放

流するような施設をその後基準改定等で造りなさいというようなことになりまして、このた

め池にはそういったものが設備がございませんので、そういったものも必要に応じて設置す

るというようなことを考えますと、調査をし、堤体の補強を行い、取水口あるいは緊急の放
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流口等を整備したとしまして、概算の工事費が補強のみの工事で１億１千万円ほど掛かるで

あろうということでございます。この時の費用負担でございますが、国庫の補助事業として

そういった老朽した、あるいは危険なため池の整備改修・補修を行うというような事業がご

ざいますので、そこにお示しした割合で改修工事を行うことができるでしょうということで

す。次ぎに補強をした上で拡幅というようなことを考えますと、堤体が１１mというふうに、

ため池とすれば比較的高いため池でございますので、断層もあるということもございます。

それから、下の図面の右側にも図面がございますが、右側に低い尾根がございまして、この

へんから漏水も考えられるだろうということで、嵩上げというようなことをちょっと危険も

あるということで採用しませんで、池の下、池敷を掘込んで容量確保を図ろうというような

ことを検討して報告をさせていただきました。図面の池の北側に直線部分がございますが、

ここが小野の皆さんがですね、掘削をして堤体の盛土材料をお取りになった場所だというふ

うにお聞きしまして、まだこのへんで取りきれてない池底の土砂があるというようなことを

お聞きしまして、周りの地形等を考えまして、最大掘込める量というのは２万６千 m3 くらい

が最大量であろうということで、そこにお示ししてございます。それから池敷にはですね、

そういった掘込みをいたしますと、いろんな不良な土とかですね、水がたまりにくい層が出

てきたりしますので、一応防水のためのシート等を考えておりまして、それにかかわる費用

が２億２千万ということでございます。先ほどの補強の１億１千万とあわせまして３億３千

万円というようなお金を８回の部会、あるいは公聴会の資料に計上させていただいたもので

ございます。以上でございます。 

 

○宮地委員長 

はい、ありがとうございました。 

私の質問したことは数字ではお答えいただきました。ありがとうございました。 

今のことについていかがでしょう。要するに、農業用水に必要だと思ってる量はしろかき

期１０，８００m3/日っていうことですね。これはこういう数字で考えているということのよ

うですが。どうぞ他の方、ご質問・ご意見。 

 

○竹内委員 

もうちょっとお聞きしたい、今日出されてる資料でもうちょっとお聞きしたいのは、６―

２のですね、辰野町小野地区の利水の左側のですね、「小野地区駒沢川流域の農業の現状」と

いうところで、いわゆる不足している、取水制限を余儀なくされてるという部分と、ほぼ全

量をですね、この表現の中で駒沢川から取水してるとかですね、あとため池との関係がです

ね、ちょっとここの文章で私わかりにくいもんですから、先ほどの全体の必要とする農業用

水の量との関係について、ちょっとこの点のとこをもうちょっと現況をですね、わかるよう

にご説明いただければ大変ありがたいんですけども。はい。 

 

○宮地委員長 

そうですか。そちらでしょうか。今のご質問の意味どうですか。 

 

○竹内委員 

「小野地区駒沢川流域の農業の現状」っていうとこですね。 

 

○宮地委員長 

農業の現状、ここの説明をですね。今の数字と関連を付けてご説明いただきたいというこ

とですね。 

 

○幹事（土地改良課） 

皆さんご存じのとおり、水田の耕作に一番必要なものはしろかき期の時でございます。駒
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沢川から取水している量、足りてる時期ですと、その駒沢川に頼って全量をしろかきができ

るというようなことでございますが、その時に不足しているような水量がございますと、今

度細洞ため池の栓を抜きまして、３万６千 m3の容量の中からしろかきに必要な水、不足する

分を少しずつ流しながらしろをかくというような状況でございます。しろかきが終わります

と、普通期と申しまして、穂ばらみから稲が生育していく時期に入りますが、７月、８月の

ですね、渇水期にまた駒沢川の河川に頼れないと。普通期５，５００m3/日が日取れないとい

うような時期がありますと、細洞ため池の３万６千m3、それまで梅雨の時にためていた水等

で補給して普通期を乗り切るというような状況です。ただ７月、８月に渇水が続きまして、

駒沢川からも日５，５００m3 が取れない、あるいは細洞ため池の水も底をついて補給できな

い、というような渇水年に当たりますと、その上に書いてありますとおり、昭和５９年５，

５００m3/日必要なんだけれども、４０％カットした量しか取れなかった日にちが３２日間、

７月から８月に掛けて３２日間ありました。平成２年では５，５００m3/日のうち２０％をカ

ットした量しか駒沢川から取れなかった日が３３日間ありました。平成６年、平成７年にも

そういった取水制限を加えられた日が両者６０日間、約２カ月ほど続いていたというような

状況があったということでございます。 

 

○竹内委員 

そうしますと、ここで書いてる、渇水期で取水制限を余儀なくされたのは、あくまで駒沢

川の１日５，５００m3ということでありまして、そうするとため池、先ほどの話だと、ため

池等も、ですから不足する場合には効率的に利用して、それを補ったという解釈でいいわけ

ですか。要するに、ため池との両方との兼ね合いも兼ねて、それでも取水制限を余儀なくさ

れたというか、渇水期というのはあったのかどうか。そのへんのところがよく見えないので。 

 

○幹事（土地改良課） 

そうですね。細洞ため池だけに頼りますと３万６千 m3しかございませんので、日例えば５，

５００m3 使いますと、６日から７日でため池も干上がってしまうと。ため池もですね、３万

６千 m3ございますので、１日、２日では３万６千 m3 の量には回復しないもんですから使い

切ってしまうというような年もあるということでございます。ですので、細洞ため池はあく

まで不足した場合に細洞ため池から補給して何とかしのいでいるというような状況でござい

ます。 

 

○竹内委員 

ですから、細洞ため池自体もなくなってしまって、なおかつ渇水状況の日というのはあっ

たのか。ですから、この上の方の渇水期の話は取水制限を余儀なくされるというのは駒沢川

の話で、と私は解釈してるわけですけども、そうすると、全容として要するに両方がですね

あって、かなり渇水してしまったというのが、ここでは取水制限の話は昭和５９年とか４０％、

３２日間とはっきり数字出てるんですけどね、その全容の中での数字っていうのはあるのか

どうか。データが。そのことがあればはっきりさせておいてもらった方がありがたいと思い

ますけど。 

 

○幹事（土地改良課） 

取水制限もあり、細洞ため池も取水できないほど空になってしまったという日はかつてあ

ったというふうには推定されますが、５９年のうち何日あったのかっていうようなことはち

ょっと今把握してないもんですから、両方、ため池もかれたり駒沢川からも取水制限を加え

られたりというようなケースは恐らくあっただろうというふうに思います。 

 

○宮地委員長 

いかがでしょう。 
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素人の質問をしますが、ここに書いてある「取水制限４０％」っていうのは、４０％しか

取れないということですか。４０％だけ減らしたってことですか。どっちですか。「取水制限

４０％、３２日間」、４０％しか取れなかったということなんですか。そうなんですよね、き

っと。どうですか。どちらですか、この数字書いて。 

 

○幹事（土地改良課） 

恐らくですね、取水制限１０というようなことはもう１／１０しか取れないということは

もうほとんど取れないということなもんですから、逆の１０％の制限が掛かったと。要する

に９割取れた。 

 

○宮地委員長 

１０％の制限したっていうことですね。そうですね。 

 

○幹事（土地改良課） 

上から段々少なく、 

 

○宮地委員長 

１割減らしたっていうことですね。そういう感じですな。 

 

○幹事（土地改良課） 

１割減らす量しか取れなかったということでよろしいかと思います。 

 

○宮地委員長 

はい、わかりました。それはそれじゃあそう思います。それからもう一つですね、つまり、

このしろかき期とかいろんなことにやるのに、ダムを造ると例えば２０万 m3ためるんだと言

ってますね。この２０万 m3 をためておけば、これは大丈夫だっていうのは、例えばどんなふ

うに考えたらいいですか。普通期は５，５００m3/日ぐらいだから、例えば４０日ぐらいはも

つと。そう思っていいことなんですか。そういう簡単な勘定ではいかないわけですかね。つ

まり、２０万m3 というものは何を目安にして言ってるかっていうことです。 

 

○幹事（河川課） 

２０万m3、ダムで貯水が必要という算出にあたりましては、考えてるのが１０年に一遍程

度発生する渇水の年、渇水の年に年間を通してこの必要量が確保されるということでござい

ます。ですから、ダムで２０万 m3 容量を持っておれば、水量の豊富な時期にためておいて、

農業用水のいる時にはその分を下へ流して取るというようなことを年間を通してシミュレー

ションをしました中で確保できると、そういう考え方で２０万m3 を出しております。 

 

○宮地委員長 

渇水基準年の足りないところ、そういう意味ですか。なるほど。そういうことですか。渇

水基準年のね。そうすると現実的にいうと、この細洞で２万６千 m3 を増やして、６万２千

m3 になったとしてもはるかに遠いんですね、それより。とても足りないという感じになるん

でしょうか。話は私は数字的には理解はしましたんですが。 

 

○松島（信）委員 

今のことの質問なんですが、しろかき期また普通期、それぞれの数字１０，８００とか出

てますが、この計算には水田の面積が当然基礎にあると思うんですが、それどういうような

数値になるんでしょうかね。 
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○宮地委員長 

それはどっかにかんがい面積２７ha ってここに書いてありますね。これが一つ数字の根拠

になっているんじゃないんでしょうか。どうでしょうか。 

 

○松島（信）委員 

わかりました。その２７ha ですけれども、これはあくまでもこの地域の水田の面積の現状

と見ていいんでしょうかってことなんで。 

 

○宮地委員長 

そうです。そういう問題はありますね。 

 

○松島（信）委員 

ところが、この流域界の調査の時に一枚一枚の水田に全部当たったわけです。そうすると

何枚かの水田はもう水田ではなくて、建物を建っていたり、工事用の現場になっていたりと

か、そういう場所が見掛ける。それから、またさらにもう水田じゃなくて別の作物を作って

いるという、または放棄して何も作ってないとか、そういう水田もあるわけですが、そうい

うものはまったく考慮しなく、全体の面積だけが２７haというのが正しい面積の出し方とす

るわけでしょうか。 

 

○宮地委員長 

どっかに２６ha という数字もどっかにあったような気がするんですが、あんまり大して違

いませんですがね。おっしゃるとおり、私は。 

ちょっと私しゃべりすぎてますから。今のご疑問は当然だとは思いますけれども、はい、

どうぞ。そのへんは。 

 

○高橋委員 

これは各部会で、ダムの部会で問題になったことだと思いますけども、減反の問題をどう

扱うかという話も出ておりました。ですから、例えば黒沢の場合もですね、最終的には耕作

面積で出すのが正しいんでしょうけれども、実態を出すのが正しいんでしょうけども、減反

っていう制度そのものがはっきりしないということから、やはり水田は現在減反してても水

田の面積としてカウントするべきだろうというかたちを実は採った経緯がございます。非常

に難しいんですよ。じゃあ、果実にしたから水田じゃないじゃないかという論法もあります

が、逆に果物作ることによって水田より水を使うという話もあるわけで、このへんは過去そ

ういう問題は統一してですね、委員会としては統一した見解を出すべきだろうと私は思って

おります。どいういうように扱うかということだと思うんですよ。今農林省の休耕田のです

ね、問題がはっきりしないわけですよ。農家とすれば、米を作る方がいいから作りたい。し

かし施策として止めさせられてるという問題が実はあるわけですよね。その時に、水を計算

する時にそれを省いてしまった場合にですね、その制度がなくなった時に米を作れなくなる

というような問題が出ますので、これは私は少なくても全面積を入れるべきだろうと。私個

人は思っております。 

 

○松島（信）委員 

そのことはある程度わかるんですけども、もうはっきりと水田じゃなくなっているような

ところまで、これは減反だからこうなっちゃってるからって、もと水田だったからというこ

とで全部面積に入れていいんでしょうか。 

 

○高橋委員 

いえ、それはできないんじゃないですか。休耕田に物を建てるっていうことはできないわ
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けでしょ。ぼくはよくそういうことは知りませんけども。 

 

○松島（信）委員 

それはですね、居住する人家ではありません。今、いろいろな使い方をしておりました。 

 

○高橋委員 

そのへんは少し考えなくちゃいけないんですけども。 

 

○宮地委員長 

実際、現状を全部調べるというのは非常に難しいことは事実ですね、これは。それで全部

が全部水田でないということもわかる。ただし、他のさっきおっしゃられたように果物とか

野菜とか、そういうものだって水いるわけですね。それはゼロでいいかって言えばそうじゃ

ない。そういう問題はやっぱりここの問題だけじゃなくて、かなり全部の川で同じ状況はや

っぱりあるわけですよね。だから、それで２７haっていうのは正しいかどうかわかりません

けども、ここはこういう勘定はしてあるということを言っておるわけで、たぶんこれは最大

値、最大値っていうよりも最大値を超しておるのかわかりませんが、そういう感じは実際と

しては、感覚として私は持ちます。けども、何が妥当かっていいますと、これ難しい。例え

ば率直に申しましてね、この面積が少し減ったから、何か率直に言って、細洞ため池で何か

カバーできそうかというと、これが半分になってもどうもいきそうもないという感じはする

んですが。感覚として。２０万 m3と６万m3 ですからね。そういう感じはしてるんですけど

も、それはあいまいな話です。 

 

○松島（信）委員 

でもね、今それぞれ苦労はあるかもしれませんけれども、きちんと現在水田耕作が維持さ

れているわけですよね。現状としては。それで、こういう数値になると足りなくなるという、

それは全然論理的におかしいわけですね。 

 

○宮地委員長 

だから、きちんと出てるかどうかって、これが農業用利水の経緯というのを見ると、５９

年と平成２年と平成６、７年にこの程度の取水制限が必要だった。これははっきりしてるん

ですね、きっと。こういうことをやったっていうわけですから。これは一つのデータとして

やっぱりあることだと私は思いますが。 

 

○松島（信）委員 

そういうデータはあるでしょうけれども、今後の問題として、それをさらに、だからダム

でなくちゃならんよというための論点ですよね。 

 

○宮地委員長 

いや、そういうことを私は言ってるつもりはないんですが。 

 

○松島（信）委員 

そうかもしれませんが、いずれにしましても、各部会とも、こういうことを議論すると異

常に大きな数値が出てきてしまって、必ず足りないよと。 

 

○宮地委員長 

そうですね。 

 

○松島（信）委員 
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足りないよっていうのは、確かに駒沢の場合は私しょっちゅう見ておるわけじゃないでわ

からないんですけどね、足りないよっていうところへ行って、本当に農業用水路の末端へ行

って、その水が出てこなくなっとるかどうかっていうのを見るとそんなことはないんですよ

ね。ですから、やっぱりこういう議論が数値だけ出しておけば、その数値があくまでも検討

委員会でもってちゃんと認められるというようなことだけでやっぱり評価されていくってい

う、それはちょっと実態と合わないんかなと思うんですけどね。 

 

○宮地委員長 

いや、私そういうこと言ってるんじゃなくてね、むしろこの数字っていうのは部会の報告

に出てる数字なわけでしょ。ですから、それはそこにはそう書いてあると申し上げてる。部

会はそれは一応見てきただろうと思ってます。ただし、それについて必ずしも実態はそうじ

ゃないよと、こういうご意見なんですね、松島委員のご意見は。私はそう理解いたしますけ

ど。だから、これが根拠になって、検討委員会が認めるとか、認めないとか、そこはちょっ

とまだ違うと私は思ってます。どうぞ。 

 

○藤原委員 

農業のことまったく知らないんでね、お聞きするんですけども、例えば飲み水なんかの場

合には１人１日何リッターということで、人口を掛ければどれだけの水がいるっていうのは

出てきますよね。水田の場合には１ha、１町歩について、しろかき期には大体どのぐらいの

水がいるのか。そういう積算の仕方っていうのはできないんでしょうか。全然ぼくはわから

ないんですが、どうなんでしょう。 

 

○宮地委員長 

先生、農学部のご出身だけどご存じないですか。 

 

○藤原委員 

林学ですから。 

 

○宮地委員長 

そうですか、すいません。どうですか。おっしゃってください。 

 

○幹事（土地改良課） 

水田も畑もそうなんですけれども、しろかき期とそれから普通期の水の消費量っていうの

がですね、満杯に水をはりまして１日に何 mm 下がるかっていう減水深という考え方で計算し

ております。砂地とかですとしろかきの時に大量の水を消費するというようなことがわかっ

ておりますが、平均しますと、長野県でしろかき期に１００mmとか１３０mm、あるいは大き

いとこでは１５０mmぐらいの、１日ですね、水位が下がるというような値をもとに面積を掛

けて算出しております。しろかき期が終わって稲作が始まりますと、周りの地下水も上がっ

てきたりするような影響がありましてですね、日２０mm とか３０mm とか、これは上へ蒸発し

てしまう量、それから雨が降る量、横へ浸透する量、地下水が涵養される量、こういうよう

なものをすべて勘案しまして、日２０mm、３０mm というような値を現場で測りましてですね、

それに面積を掛けて必要な量を算定してるというよな方法を通常採っております。畑ですと

１週間のうち５mm ぐらい消費されるだろうというようなことから、面積を掛けて必要水量を

出してるというのが一般的なやり方でございます。 

 

○藤原委員 

いや、減水深というのは２０mm ぐらいって聞いてたんですが、そうじゃないんですか。も

っと。 
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○幹事（土地改良課） 

昔、ていねいにしろをかいたりしてるような時は２０mm というような、私も学生の時には

２０mm というふうに教わったんですが、最近は機械化が進みまして、側方浸透とかですね、

大型の機械でやりますので３０mmぐらい。それから減反で田んぼとしてだけではなくて畑と

して利用されるというような形態も増えてきておりますので、排水もよくなって汎用化され

たというような影響もございまして、ほぼ見ますと３０mm ぐらいが平均的な減水深というふ

うになっております。 

 

○藤原委員 

そうすると、１町歩でですね、大体１日にどのぐらいの水という計算になるんでしょうか。

今、ちょっと計算機がないんだけども、３０mmとして。 

 

○宮地委員長 

すぐご返事いただけますか。 

 

○幹事（土地改良課） 

１ha ということになりますと、３０mm で、単純に言えば３００m3 ということになります

が、水路から持ってく水でロスやなんかもありますので３００から５００くらい。 

 

○藤原委員 

１町歩５００m3 ですか。 

 

○宮地委員長 

１町歩っていうのは１ha か。 

 

○松島（信）委員 

今の説明は駒沢の部分でそういう数値を出してあるというように、そういう基礎的な資料

を測定してあるという、そういうことなんですか。 

 

○幹事（土地改良課） 

減水深調査はですね、辰野町の農政課の圃場整備やなんかをしておりまして、その時の基

礎の基礎データとしてですね、減水深調査というものはやってあるという、そういうデータ

はありますということなんですが。 

 

○松島（信）委員 

つまり、あそこの田んぼを全部歩いた、その実態から見て、４割から５割くらいの水田は

湿田のために低排水路を造ってあるんです。ですから、さっき言われた、減水の調査という

ものが水田によってまったく違うかなと思うんです。そういうことをどのように配慮してあ

るんですか。 

 

○幹事（土地改良課） 

２７haというように水田が大きいもんですから、１点の観測ではなくて、１ha に３カ所と

かですね、１ha に５カ所とか、田んぼの中でも場所を変えまして数点採って、それの土壌別

の平均というようなかたちでデータを採ってあるのが通常でございます。 

 

○松島（信）委員 

通常はそうだけれども、駒沢で実際そういうデータを私たちが見せていただいたわけじゃ
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ないものでわからないんですけれども。 

 

○宮地委員長 

はい、いいですか、こっちへ振っても。あちらの方いいかな。はい、じゃあ答えてくださ

い。何かあったら。はい。 

 

○幹事（上伊那地方事務所） 

上伊那地方事務所です。 

先ほど減水深、平均的には３０mm ぐらいじゃないかというお話でありましたけれども、こ

この駒沢の場合は２０mm で計算しております。だから他と比べて少のうございます。 

 

○藤原委員 

２０mmで計算するとですね、そうすると、２７ha で大体５千 m3なんですよね。 

 

○宮地委員長 

ああ、そうですか。 

 

○藤原委員 

ですから、この１０，８００っていうのが出てますけども。 

 

○幹事（上伊那地方事務所） 

先ほどもちょっと説明あったかと思うんですが、それはしろかきでございまして、しろか

きは１４cm、１４０mm。 

 

○藤原委員 

１４０mm、そうですか。 

 

○幹事（上伊那地方事務所） 

しろかきが１４０mm で、普通期が２０mm。その数字から２７ha か、ちょっと２６ha かあ

れなんですけど、計算していきますと、資料６―２でしろかき期が１０，８００m3で５万５

千 m3ということになります。 

 

○藤原委員 

いい勉強になりました。 

 

○宮地委員長 

よろしゅうございますか。はい。今はそういう数字だということをご説明をいただいた。

農業用水についてはやっぱりちょっとギャップがある。そろそろ、もう１時間半過ぎちゃっ

たんですが、だから駒沢ちょっと行き過ぎたんで、もう一つ駒沢の場合には飲み水の話がご

ざいますね。あれは井戸が掘るかというのが大半になっておりますですね。井戸を掘る。あ

れについては量が出るかでないか、それから質がどうかという話がございましたけど、部会

の方ではどういう、そこんとこちょっと聞かせてください。今日の話の中に出たということ

を記録しておく方がいいと思います。 

 

○藤原委員 

はい。水についてですけれども、飲み水についてはヒ素が出てる水があるということで、

できればそれはできるだけ休止したいという話があったわけですね。それで、この問題につ

いて大体４００m3 ぐらい水がどっからか、ということで、その時に２００m3の井戸を二つ掘
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れば４００m3が確保できるということだったわけです。それで大体二つ掘ることによって６

千万円ぐらいというような計算が出たわけですね。それは公聴会の時に、これは今日の資料

の６―２ですか、６―２のとこで新規井戸として４００m3というのが出ております。これに

ついてのお金っていうのは大体６千万円ぐらいだろうというふうなかたちが財政ワーキング

グループから出されたわけです。午前中にちょっと高橋幹事長にお聞きしたいなと思ったの

は、確認のことなんですが、ダムなしの場合には優遇措置があるけれども、駒沢川のように

ダムありのところで、もし町がですね、独自に利水の面だけ考えて井戸を掘りたいという時

にですね、水源調査についても５０％、それから２０％の方についてはこれは一律という話

だったんですが、水源調査について５０％の県の補助というものは期待できるのかどうかと

いうことを教えていただきたいと思ってるだけです。 

 

○宮地委員長 

すいません。午前中の話をちょっと私忘れておりました。幹事長、お願いいたします。 

 

○高橋幹事長 

幹事長の高橋でございます。 

この前、しばらく前にお示ししました水道水源にかかわる県の支援策というものは、あく

までもダムを造らない場合にですね、ダムを造る場合と造らない場合と、現行の国の制度な

んかを見ますと、ダムを造った場合はかなり有利のかたち、手厚くなってますんで、それと

の均衡を取るというようなとこもありましてですね、ダムを造らない場合にですね、支援策

を行うということでございます。今、委員のご質問にありましたですね、ダムを造って、ま

たさらに違う水源でですね、あるいはどっか地下水を取るためというのは、ダムか、あるい

は河川で取るというのとはまた別の話でございますんで、これについてはですね、しばらく

前にお示ししました県の支援策の対象にはなりません。従来どおりでございます。 

 

○藤原委員 

わかりました。 

 

○宮地委員長 

すいません。いかがでございましょう。いろいろ話が出てきて、やっぱり問題点は出てき

てると私は思います。それでどうでしょう、これ１時間ぐらいのつもりだったんですが、こ

うなりましたんですが、はい、どうぞ。 

 

○松島（貞）委員 

一つちょっと質問させてほしいんですが、もう古い議論なんですが、資料６―２の利水の

問題点、これ見ておりますと、要するに駒沢川の流量は少ないので、現状のまま取水すると

渇水時の河川に流れる水がなくなるっていうふうに表記されておりますが、黒沢川の時も話

があったんですが、維持流量という考え方の中で、ダムなし案の方にもあるんですが、渇水

期には河川維持流量を確保できないっていうことなんですが、たぶんこういうふうに問題点

表記してあるのは、今までにもそういうことがあったというように思うんですが、流れる水

がなくなった状態の時に河川管理者っていうのは何か対策をやらなければならないというこ

とになっておるのか、またどういうことをやってきたのかということをちょっと教えてほし

いんですが。 

 

○宮地委員長 

そうですか。これも黒沢の方と似ているわけですけども、今のご質問に対してどういうご

返事をいただけますかね。 
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○高橋委員 

やってないんだよ。 

 

○宮地委員長 

表へ出ると維持流量なきゃいかんということなんですかね。高橋委員、関係して何かご自

分のお考えありますか。あるいはそちらの方から何か適切なご返事があればよろしいんです

が。どういうように、私もどういうご返事があるか全然見当がつかない。 

 

○松島（貞）委員 

というのは、ダムの論議すると必ず維持流量を確保しなきゃいかんっていうのが論議にな

ってくるんだけれども、決して意地悪に言っとるんではなくて、単純にですね、こういうふ

うに必要以上に水利権を与えてあるっていうことになってしまうのか、流れる水がなくなっ

ておるような状態がたぶんここに書いてあるぐらいですから今までもあったというのも、も

しこれからも予想されると思うんですが、そういう時に河川管理者としての責任は何かある

のかどうかという点はいかがなんでしょうね。なんか対策が必要なのかどうかっていうこと

なんですけども。 

 

○宮地委員長 

いかがでしょう。どういうご返事。ただ、駒沢の場合、維持流量７００何m3 ですよね。そ

れ全部使ったとしても。 

 

○高橋委員 

それは答えられないと思うんですがね、今までのね、水利権を与えた時と、これからこう

いうことをやって水利権を与えてやろうという時にはそれが発生するだけであって、昔の水

利権にはそれがないから、全部維持流量なんか関係なく全部取ってるんです。それが実態な

んです。これから何かをしましょうということで水利権が発生した場合には、こういったも

のが規制されるわけですから、ということです。 

 

○松島（貞）委員 

わかりました。 

 

○高橋委員 

旧河川法にはないわけですから。 

 

○松島（貞）委員 

なるほどね、そういうふうに解釈、そういうことなんですか。わかりました。 

 

○宮地委員長 

松島（貞）委員、よろしゅうございますか。ご返事いただかなくても。 

 

○高橋委員 

と、思います。 

 

○宮地委員長 

また出るかもわかりませんが。いかがでしょう。駒沢で１時間４５分いっちゃったんです

が。どうでしょう。 

いかがでしょう。今日５時まで予定して、申し上げたとおり、ですから今から１５分ばか

り休憩をいたします。３時からあと黒沢と角間がございますので、そちらに集中したいと思
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いますが。それじゃあ３時に会議を再開いたします。一時休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

○宮地委員長 

これからは、次の議題は黒沢川の治水・利水対策についてでございます。これは黒沢川の

問題につきましては、答申のたたき台を作れということでございましたので、起草委員の間

でとにかく一応相談しましてたたき台を作りました。ですから、これをひとつ答申のたたき

台を読んでいただいた方がよろしいですね。一応。お願いいたします 

 

○事務局 

では資料の４をお願いいたします。 

 

「黒沢川における総合的な治水・利水対策について（答申）（案）」 

当委員会は、長野県知事から諮問を受けた黒沢川の治水・利水対策について、平成１３年

６月２５日より審議を開始し、長野県治水・利水ダム等検討委員会条例第７条に則って黒沢

川部会を設置した。黒沢川部会は平成１４年４月３０日から１５回の部会審議（うち現地調

査２回）と１回の公聴会を経て、「黒沢川部会報告」（以下、「部会報告」という）を取りまと

め、その結果を平成１５年２月１４日に委員会に提出した。委員会は、部会報告をもとに黒

沢川の治水・利水対策について検討を重ねた。 

 

Ⅰ 黒沢川の治水・利水に関する委員会の総合的判断 

上に述べたような審議の結果を総合判断して、委員会は黒沢川の総合的な治水・利水対

策として次のように答申する。 

１．黒沢川の治水対策 

赤沢砂防堰堤下流付近に調整池を設置して、想定される洪水の調整を行なうことと併せ

て、現在中断されている河川改修を進める「調整池＋河川改修案」を治水対策の基本方針

とすべきである。 

この治水対策に当たっては、緊急かつ最低限必要の対応として次の措置を取ることを強

く求める。 

（１）赤沢砂防堰堤下流付近の調整池の詳細設計に際しては、調節容量など詳細な検討を行

うとともに下流域における休耕田などの利用についても検討すること。 

（２）現在中断されている万水川河川改修と、あづみ野排水路新設工事を現計画通り早急に

継続すること。 

（３）黒沢川・万水川における流下能力の再検証と調整池建設に伴う環境調査などを実施し

て、流域住民の合意を得ること。 

２．黒沢川の利水対策 

黒沢川の流水を最大限に有効活用しながら、上水道用水の不足分については既設の井戸

と新規井戸の開発により確保し、農業用水の不足分については左岸幹線水路から確保する

「水利分配案」を利水対策の基本方針とすべきである。 

この利水対策に当たっては、委員会での審議にみられるように、黒沢川の流況は、既得

慣行水利権や河川維持流量、豊水水利権の可能性等について数多くの課題が現行の法制度

のもとでは未解決のまま残されている。 

特に生活貯水池としてのダム計画からダムによらない利水対策については、県はダム建

設の際に支出しただろう金額を上限として、水道事業者に財政補助することを検討すべき

である。 

以上対策案の計画に当たり、絶対必要な事項として以下のような措置を取ることを確約

することを求める。 
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（１）黒沢川の既得水利権の取水実態を県において把握するとともに、実状に適合した対応

策を検討する。また、国に対して豊水が利用可能となるよう現行法制度の改正を要請する

こと。 

（２）三郷村の水道水源として暫定豊水水利権が取得できることを条件とする。 

（３）中信平農業用水からの補給水確保については、県が仲介役になり円満な解決策を講ず

ること。 

（４）黒沢川の流況を詳細に調査し尻無川の特性に合った維持流量の設定を検討すること。 

（５）三郷村の水道水源について、なるべく自然流下で供給可能な地点での水源調査と試掘

を実施すること。 

（６）安曇野の地下水調査を行って関係町村との協調を図ること。 

（７）利水事業に対する県の財政支援を確約すること。 

（８）５町村一体としての地下水の涵養･保全条例を制定すること。 

 

以上述べた治水・利水に関する諸事項については、概ね２年間の期限を以て調査・検討を

行い、関係者の合意を得ること。また、地元住民に説明することを要請する。 

また、ダムによらない治水・利水計画を実現するためには、住民参加の「流域協議会」を

設置して、行政と住民が連携してより良い環境を構築することを提言する。 

委員会は、県に対してこれらの諸問題について積極的に対応するよう強く要望し、県がこ

れに応えられることを前提としてダムによらない黒沢川の治水・利水対策を答申する。 

 

Ⅱ 総合的判断に至った理由 

１．部会における審議の概要 

黒沢川の流域は安曇野５町村にまたがっており、水道水源として井戸水や流況不安定な

渓流に依存する三郷村に安定した水源を確保することと、黒沢川を下流万水川に接続して

治水安全度の向上を図るための白熱した部会審議は１５回に及んだ。部会では最後までダ

ム案とダムなし案のそれぞれを支持する意見があったが、昨今の財政状況にかんがみて、

「黒沢川・万水川は安曇野の共有財産」という基本理念を再認識し、部会報告は「調整池

案」＋「水利分配案」を基本とするダムによらない治水・利水対策案としてまとめられた。 

１）治水対策案 

赤沢砂防堰堤下流に設置する調整池による洪水調節と現在計画されている河川改修の実

施により治水安全度を確保する。 

２）利水対策案 

三郷村上水道用水、南小倉地域等の農業用水及び雑用水は、黒沢砂防堰堤の活用等を検

討しながら黒沢川の流水を最大限に利用し、不足する水量は地下水又は他の農業用水に求

めることとする。 

２．委員会における審議の概要 

委員会はこの部会報告を受けて審議を進めた。議論が集中したのは、洪水調節のための

調整池の可能性と中断している万水川改修の再開の実現性、あづみ野排水路工事への影響、

黒沢川の流況と現在認可されている水利権水量との乖離（かいり）、豊水水利権取得の可能

性、利水対策に対する県の財政支援等についてであった。 

委員会で出された意見の主なものは次のとおりである。 

１）治水対策について 

・調整池の設置場所および費用についての見通しは十分であるか。 

・現在中断している万水川未改修区間の河川改修およびあづみ野排水路事業の推進は緊急か

つ最優先事項である。 

・黒沢川・万水川における河道流下能力の再検証（実測による流量・粗度係数等）を行い流

下能力不足が明らかになった場合に、赤沢砂防堰堤下流付近に調整池の設置を計画する。 

・調整池設置箇所等環境調査を実施したうえで治水計画を立てるべきである。 
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２）利水対策について 

・既得慣行水利権の水量は黒沢川の流況とあまりにかけ離れている。現状では何とかやれて

いるのだから、実状に即した柔軟な対応を考えるべきである。 

・黒沢川の維持流量は尻無川の特性に合わせた適切な設定に見直しすべきである。 

・三郷村は上水道用水について黒沢川に水利権を持っていない。中信平左岸土地改良区、雑

用水組合などの水利権者との話し合いを県は積極的に支援すべきである。 

・豊水水利権の可能性を検討し黒沢川の流水を最大限活用すべきである。 

・ダムによらない利水対策に対して県の財政支援を明確にすべきである。 

・県はダム建設の際に支出したであろう金額を上限として市町村水道事業者に財政補助する

ことを検討すべきである。 

・水利権の転用に関連して当事者間の合意を得るために、県は適正な水需要量の把握と流量

等河川情報を提供に関する支援を行なうべきである。 

・恒久的な水源対策を行うまで砂防堰堤の利用や暫定豊水水利権の取得を考えるべきである。 

・財政支援の保証を委員会として提案すべきである。 

・水利権調整特区の可能性。 

・上段での水源調査をやるべきである。深い井戸を掘れば水は出るのではないか。 

・わさび田は浅い水で、深い井戸からの取水とは関係がないのではないか水脈調査すべきで

ある。 

・堀金村の会社は井戸から日６，０００m3の取水をしているが、現状把握と何らかの規制が

必要ではないか。 

・農業用水の生活用水への転用には農業者への補償を考えてはどうか。 

・水田での水利用について、必要量と戻る量を示して欲しい。 

・中信平左岸用水に係る水利権の調整については国土交通省、農水省とも協議が必要である。 

・地下水涵養と保全条例を安曇野５町村一体のものとして提案すべきである。 

・利水の財政支援額を具体的に示して欲しい。                  以上 

 

○宮地委員長 

はい。ありがとうございました。 

これは起草委員の方以外は初めてご覧になると思います。それでいろいろご意見もあるか

と思いますが、どうぞお出しいただきたい。高橋さん何か補足がございますか。 

 

○高橋委員 

特長と申しますか、それぞれ、この対策案に対して措置を強く求めるとか、あるいはそう

いうように条件的なものが付けてあるということが一つあろうかと思います。それから、起

草委員の中で言われておりました、赤沢砂防堰堤下流の調整池の用地の確保については大丈

夫かというようなお話がございましたけれども、これは部会でも現地を見た際に村長さんも

おいでになりまして、すべてではございませんけれども、ほとんど村有地であるということ

から、用地の確保は村としてもできるだけやりたいというお話でございましたので、あえて

赤沢砂防堰堤下流付近ということにしてございます。１ページの「調整池の詳細設計に際し

ては」っていうようになってますが、先ほど来こっちの方にも出ておりますけれども、維持

流量の関係で、黒沢川という、尻無川でございますが、そういった特性があるので、今の河

川法で言われている量でなくてもいいじゃないかというものが一つあることと、黒沢川の利

用の量によって非常に調整池の規模が変わってくるというようなものもございますので、そ

ういう詳細に設計しなさいと。そして、その調整池の容量というものを決めなさいというか

たちを採っております。 

以上でございますけれども、また何かあれば。 

 

○宮地委員長 
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はい。ありがとうございました。他にはいかがでございましょう。 

 

○松島（信）委員 

質問はいいでしょうか。 

２ページの一番上の（２）にあります、あづみ野排水路新設工事を早急に継続すると、こ

のあづみの排水路新設工事というのを説明してください。その、あづみの排水路新設工事と

いうのはどういうものかということの説明をして下さい。 

 

○高橋委員 

あづみの排水路工事っていうのはですね、計画されて一部やってるんですけれども、それ

もこのダムの関係で止まっているわけなんですよ。ですから、違いますか。ちょっとそれ説

明してください。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

豊科建設事務所の加々美でございます。 

ただ今のあづみ野排水路の工事につきましては、現在国営の事務所の方で仕事はやってお

ります。 

 

○松島（信）委員 

その場所とか、排水路っていう意味ですから、どういう水を排水させていく工事だとか。 

 

○高橋委員 

農業用水だったな。 

 

○松島（信）委員 

農業用水だったら農業用水とか、場所はどこの町村にかかわってとか。 

 

○宮地委員長 

あれは、万水のところかね。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

黒沢川の最下流からですね、堀廻堰という堰がございますが、そこから万水川の最上流、

拾ヶ堰から下流が万水川になりますが、その間を施工する予定でございます。 

 

○宮地委員長 

そうですね。 

 

○松島（信）委員 

はい、わかりました。 

 

○宮地委員長 

あれは農水省の計画でやっていたやつですね、確か。そうですね、はい。だからこれは中

断されているという言い方は正しくないということになるわけですかな。それはだから黙っ

ていても行くわけですね。今んとこ。 

 

○高橋委員 

いや、行かない。 
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○宮地委員長 

そうですか。ただし、黒沢川とこれとをつなぐちょっとのとこありますね。確か。 

 

○高橋委員 

それはストップしているんですよ。 

 

○宮地委員長 

それはストップしているんですね。そうですね。県がやるっていうやつは。はい。じゃあ、

そういうふうに書かなきゃいかんでしょうか、高橋さん。 

 

○高橋委員 

でもあれでしょう。万水川の改修がですね、変更になるとこのあづみ野排水路っていうの

は変わってくるんでしょう。 

 

○宮地委員長 

いや、変わらないでしょう。変わる。 

 

○高橋委員 

いいんですか。ダムなし案になった場合にあづみ野排水路入れてもいいんですか、量的に。

それがあるから、これ確か入れたと思ったんですよ。 

 

○宮地委員長 

待てよ。 

 

○高橋委員 

要望が出てましたから。この分だけ増えるわけですからね。 

 

○宮地委員長 

これを書いた時の話は。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

現在ですね、あづみ野排水路につきましては、１／１０の確率で改修をしておりますが、

今の断面につきましては万水川の流域を考え、１／３０の断面、県の流域を含めました断面

で改修を行っております。 

 

○高橋委員 

ちょっとよく意味わからないんだけど。要はですね、あづみ野排水路が新設工事やるんで

すけども、その量が増えても、今の万水の改修っていうのは計画どおりやるということでこ

れが入っているんですが、これが入ってもですね、万水を今の計画どおりやっても十分大丈

夫ですよと、県では大丈夫と言ってないんですが、部会では、委員会ではそれでいいだろう

という、高水のワーキングでもね、十分いけるだろうという話の中でこれが入っているはず

ですが。関係ないんですか。これが入ると入らないとはでは万水の改修っていうのは。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

すいません。豊科建設事務所です。 

今のお話につきましては、ダムなしの場合でも調整池を上に設置すれば、下流の方の河川

の断面についてはダムの時と同じ、現在継続している整備の断面でできるということでござ

います。 
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○高橋委員 

最下流で１５m3/s ということでいいわけですね、そうすると。これが入っても。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

はい。 

 

○宮地委員長 

そうでしょう。 

 

○高橋委員 

そうするとこれは、この条件から落としていいわけですか。関係なく、ダムなし案でもこ

れは計画どおりやっていただけるということでいいんでしょうか。 

 

○幹事（河川課） 

ちょっとそれじゃあ補足をさせていただきますが、万水川につきましては、今の計画はダ

ムありということで計画がされております。それでこの万水川の護岸につきましては、まだ

今のこの結果によって変わる可能性もあるということで中断ということでこの表現で正しい

かというふうに思います。あづみ野排水路につきましては県と共同工事でやってる工事でご

ざいます。 

 

○宮地委員長 

そうだね、はい。 

 

○幹事（河川課） 

それで、この排水路工事につきましては、これもやはりダムありということでやってると

いうのはあり得ると思います。ただ、工事は現在も進んでおるという状況でございます。 

 

○宮地委員長 

はい。そうするとどうでしょう、高橋さん。 

 

○高橋委員 

ああ、いいですよ。 

 

○宮地委員長 

このあづみ野排水路が現在中断されているという表現にはならないわけですね。要するに、

私もこの報告のを見るんですが、万水川河川未改修実施区間の流下能力が小さいから、それ

はぜひやらなきゃいかんと、こういうのが部会報告ですね。だからその部分じゃないんでし

ょうか。 

 

○高橋委員 

そうですね。いいじゃないですか。 

 

○宮地委員長 

そうすると、この２ページの（２）は、「現在中断されている万水川河川改修を、現計画ど

おり早急に実施すること」と、こうなってよろしいんでしょうか。 

 

○高橋委員 
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そうですね、はい。 

 

○宮地委員長 

そうですね、はい。じゃあ、そこはそういう趣旨だと。 

それ以外いかがでございましょう。 

 

○松島（信）委員 

また質問なんですが。 

２ページの、今のページの下の方の（４）、「黒沢川が尻無川であるという特性に合った維

持流量を設定を検討する」という、これは私もそのとおりだと思うんですが、これは具体的

には見通しはあるんですか。 

 

○高橋委員 

部会の中でもですね、ほとんど流れていないんじゃないかと。 

 

○松島（信）委員 

そうですね。 

 

○高橋委員 

それなのに、ダムを造って２．３も流すんですかというお話が出ているんですよね。ダム

なし案になった場合には現状でいいんじゃないかと、今と同じでいいんじゃないですかとい

う問題が出てるわけです。 

 

○松島（信）委員 

そうです。 

 

○高橋委員 

そのへんを検討してほしいということです。 

 

○松島（信）委員 

そういうようには、率直には書けないわけですね。 

 

○高橋委員 

そうですね。 

 

○宮地委員長 

そうですね。 

 

○高橋委員 

そうなんですよ。それは先生も委員ですからご存じだと思いますが、現実に皆さん認めて

るわけですからね。一滴も流れてないんじゃないですか。どうして流すんですかと、こう言

いますから。ですから、有効に使ってくださいと。 

 

○松島（信）委員 

もうちょっと、だから。 

 

○石坂委員 

わかりやすく。 
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○松島（信）委員 

書いた方がいいんじゃないかなという。 

 

○宮地委員長 

いや、つまりこれはね、要望をするわけですよね、これから。だもんだからこういう書き

方をしてあると私は。藤原委員どうぞ。 

 

○藤原委員 

はい。私も黒沢川部会の委員の一人だったんですよね。それでずっと１０回ぐらいまでは

出てたんですけれども、その時にダム案とダムなし案で相当の激論があって、なかなか一本

化するのは難しいだろうと思ってたんですが、高橋さんの手腕にはその意味では敬服してま

す。ただ、ちょっと３ページのとこなんですがね、真ん中のとこですが、いろいろ書かれて

いて「委員会は県に対してこれらの諸問題について積極的に対応するよう要強く要望し」で

すけど、「県がこれに応えられることを前提としたダムによらない黒沢川の治水・利水対策を

答申する」という答申なんですが、もし県がこれに応えられない、要するに、十分条件を出

してますよね。とすると、ダムによらないこの治水・利水対策案っていうのは、これは非常

に難しくなる。裏返して言うと、やはりダムによらざるを得ないという話になるんでしょう

か。いや、これは高橋さんが非常にきちっとなさったことで、ただ、最後のまとめの時の部

会を知らないもんですからね、ちょっとそこらへんのところで。 

 

○高橋委員 

実際の意見としてはですね、そういう話が出ました。そういう条件を付けていただいて、

できなければまたダムっていう話にもなりますよという意見もございました。しかし、私は

この３ページの３行目に書いてありますように、おおむね２年間の期限を持ってですね、そ

ういう調査をしてほしいと。期限を実は切ったわけです。この条件を皆さんよく読んでいた

だければ、私はお金はそんなに掛かるものは実はないわけで、調査とか協議っていうものが

主になってくるわけですよね。したがって、２年間の期限を持って調査・検討していただき

たいと。できないものはできないってことで、はっきり協議すればいいわけですから、と思

っておりますけども。 

 

○藤原委員 

大変なところをまとめられたんで、確かに手腕には敬服はしてますが、ちょっとここのと

ころがね、やっぱり他の意見も随分あったなと思ってますので、はい。 

 

○宮地委員長 

私の感じはですね、この部分は確かに部会においてはそういうニュアンスがあったんだろ

うと思います。いざという時にはダムに戻るかもしんないというのはどっかにあったように

思うんですが。ただし、こういう書き方になったのは、委員会としてですね、こういうこと

を強い条件として出して、それを県にお願いしようと、それを答申の方向にしようというの

がこの委員会での議論だったと私は思っております。 

 

○藤原委員 

わかりました。 

 

○宮地委員長 

はい。どうぞ、竹内委員。 
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○竹内委員 

２ページのですね、またちょっと前の話と関連するんですけども、真ん中へんにですね、

「県はダム建設の際に支出しただろう金額を上限として、水道事業者に財政補助することを

検討すべきである」ということが書いてまして、いくつか随所に出てくるんですけども、こ

れが今日報告されました利水の方の表現の仕方として、先ほどの論議になりました、「補助率

の変更も考慮し」ということとの関連がありまして、前に第２０回の検討委員会に出されま

した、利水ワーキンググループの時の要望事項として同じ表現が使われてまして、「県はダム

建設の際に支出しただろう金額を上限として、市町村の水道事業者に補助することを検討す

べきである」と、こういう経過があって、それでその後、県の方でいわゆる調査については

５０％、それからその後については２０％っていう経緯があったっていう絡みでいきますと

ですね、このへんのところの他の部会との関係も出てくるもんですから、ちょっとはっきり

しとかなきゃいけないと思うんですけども、それの一つの、一連の流れとの整合性が一つは

利水ワーキングとの関係どうなっているかというのが一つと、それから、上限としてってい

うのは前にも論議したんですけども、その上限っていうのは、例えばちょっといろんな資料

があってどれが正しいかわかんないですけど、黒沢川の場合の絡みでいきますと、例えばダ

ム造った場合のものっていうのは結構かなりの金額になるんですね。起債、いわゆる国庫補

助を除くとかなり交付税措置のあるもの、あるいは交付税措置のない一般財源から支出する

もの、あるいは純粋に一般財源から支出するものという県の負担というのはありまして、そ

のトータルを言うのか、あるいは交付税措置なしの部分を指しているのかですね、あるいは

一般財源とプラスしたのを指しているのかっていう、いろんな微妙なとらえ方があると思う

んですよね。そのへんのところは何かお考えがあるのかどうかっていうことと、先ほど言わ

れました、あと２年っていう、区切ったという、その２年ということの、何といいますかね、

内容っていうか、なぜ２年かということの考えが何かあるのかどうかね。ちょっとそのへん

お聞かせいただければと思いますけど。 

 

○高橋委員 

まず最初の支援の問題で、最初にお断りしなくちゃいけなかったわけですが、申し訳ない

と思っているんですが、実はおとといでしたか、ワーキングの座長さんからファクスが入っ

てきまして、この前報告ありましたように、われわれワーキングやったわけですけれども、

正式なものが入ってきたもんですから、これ委員長にも私相談をせずに、このワーキングで

決まった文章をそっくりここに同じ文章に入れております。そして私とすれば、これは共通

した問題ですから、ぜひどこの利水の対策についても、これを同じくそういう方向で委員会

としては持っていっていただきたい、こういうふうに思っております。非常に申し訳ない。

座長にも委員長にも独断でここに昨日書いて、昨日県へファクス入れたところでございまし

て、誰も目を通しておりませんのでお願いします。それは今日検討していただければと思っ

ております。 

それからこの２年でございますけれども、これは部会の中でもいろいろ話が実は出ました。

豊科建設事務所さんともそのへんで実は調整をした経緯がございます。２年ぐらいの調査期

限でどうでしょうかと、やっていただけないでしょうかというお話をした経緯がございます

が、村長さんとすれば、３年も５年もっていうわけにはいきませんよと。そうはいっても、

１年ではちょっとこの調査大変でしょうと。特にこの豊水水利権の問題がございますので、

２年くらいの、黒沢の流況調査っていうのは２年くらいにやっぱりやらないと、本当の流量

っていうのは把握できないんじゃないかっていうようなこともありまして、２年くらいを限

度にしてほしいと。特に決め手はないわけですけれども、そんなに向こうまでもっていくっ

てのはおかしいじゃないかと。じゃあ１年じゃちょっと大変だろう。予算的にそれじゃあど

うでしょうかと、豊科建設事務所ともお話したんですが、お金も調査だから、そうえらい調

査じゃないだろうと、いいじゃないでしょうかっていうような話が実はありまして２年と決

めました。 
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○竹内委員 

そうすると、昔の論議に戻るんですけど、ダムの、利水の方のワーキングの方に聞くこと

かもしれないんですけど、先ほどの建設の際に支出したであろう金額を上限としてっていう、

その上限っていうのは、いわゆる交付税措置あり、交付税措置なし、あるいは一般財源とい

う解釈すべてトータルを言っているっていうことでいいんですか。中身は。 

 

○石坂委員 

はい。実質持ち出し分って考えていただけばいいと思います。いずれにしても、今日の午

前中に説明させていただいたように、目的はダム計画を、ダムによらない計画に変えたこと

によって市町村の負担が増えることはよくない、よくないっていうかやめようと。県がその

部分を経過からいっても支援をしていただきたいということが基本ですので、今おっしゃっ

たことでいいと思います。 

 

○竹内委員 

ちょっと他の私、今日ちょっと資料がなくて、財政のワーキングのやつ持ってこなくて申

し訳ないですけど、これ第２１回検討委員会資料っていうので出てます「財源割合グラフ」

っていうのがありまして、ちょっと見ますと、この黒沢との数字がちょっとこれとは、報告

とはあわない分あるんですけど、これによるとダム案の場合、総事業費１５０億円、総事業

費の共同施設費ということで公共事業の枠の中で、例えば国庫補助５０億、それから国税措

置あり２２．５億、交付税措置なし２２．５億、一般財源５億ということで、それぞれ数字

が載っていまして、ちょっとこの見方わらないんですけど、そういう割合でいくと、要する

にこれでいけば半々になってるわけですよね。例えば１００億のうち１／２が県の支出だと。

その分を指しているという意味でいいわけですね。はい。 

 

○高橋委員 

黒沢の場合はですね、ダム計画だと１１億８千万、９千万ですか、８千万ですね。ダムな

し案だと１７億４千万、まあ５億６千万くらい増えるわけですよね。それに対してダム計画

の１１億８千万ということを限度としてと。 

 

○竹内委員 

ああ、そういう意味ですか。 

 

○高橋委員 

そういうことです、と私は考えている。それで、しかし座長が書いてあるように、恐らく

この額というのは実施計画やる場合にですね、相当下がってくるだろうと。 

 

○石坂委員 

はい。今の高橋委員の言われたことは、利水ワーキングで議論した中身の一つなんですけ

ど、財政ワーキングで試算していただいたり、この間議論してるのは、やっぱりそういう条

件の中では一定、一般論として議論しなければならない部分もあって、これは現実問題とし

て誰も実施計画を詰めていかないとわからないことではありますので、私たちもそこまで詰

めた議論をしてるわけではないんですけど、ただ本当に実施計画を立てていく段階ではね、

県の今回出していただいた支援策が調査費５０％っていうのありますよね。それで本当に水

道水源確保のための必要な調査を、十分という言い方が正確かわかりませんが、いずれにし

ても必要な調査をきちんとやって、５０％の支援を得ながらやっていく中で、かなり一番現

実的に可能なよりよい方法っていうのが出てくるんで、それに沿って、実際に水道水源確保

の実施計画を立てる段階では、今までした試算よりも現実にはかなり実際に掛かる費用って
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いうのはね、特に初期投資の設備のお金などは、少なくなっていくことの方が多いんじゃな

いかなと思いますので、そういうことまで含めた場合に、今ちょっと議論されてることです

けど、ダムを造った場合ということを前提に考えれば、県の支援はそんなに無理のないかた

ちで可能じゃないかなというのが私たちワーキングで議論した中身なんですけど。 

 

○竹内委員 

ちょっととらえ方がね、ニュアンスがちょっと違う感じ。だからいろいろとれるような感

じがしたもんで、ある程度はっきりしといた方がいいんじゃっていうことでお聞きしたんで

すけどね。文章にうたう以上は、ある程度。 

 

○石坂委員 

はい。 

 

○宮地委員長 

私の受け取り方は、黒沢の場合には要するにさっき高橋さんおっしゃったように、ダムを

造った場合の負担の方がダムなしの負担のより安い、ダムを造った方がね。だから県の言う

ような支援策だけではとっても足りないと。それで５０、２０という数字をもう少し踏み込

んでほしいという意味に私は理解したんでございます。 

 

○高橋委員 

そういうことです。 

 

○宮地委員長 

ただ、それを上限としてという中に、今、今日の利水のワーキンググループで言われた基

本的な方向というのが入っているだろうと思っているんです。ただ、そういう意味でね、私

はちょっとここんとこで、今日のせっかく利水のワーキングの方からご提案になった、基本

的にこういう方向で考えてほしい、ただしそれだけでは不十分なところがあるから最大限考

えてほしいというようなことがちょっと入っていると、今日の利水のワーキングのご提案も

生きるんじゃないかという感じがしたんでございますけどね。表現の問題として。 

 

○高橋委員 

そうですね。 

 

○宮地委員長 

というのは、もう一つ、この答申の一番最後のところがですね意見のちょっと書き方が悪

かったの、私がちょっと書いた順番が悪かったんで、一番最後、「利水の財政支援額を具体的

に示して欲しい」といったところでぽつんと切れているんですよ。５ページのところです。

答申の５ページです。「委員会における審議の概要」というところです。その５ページの一番

最後、答申の。おわかりでしょうか。そこでぽつんと切れてるもんですからね、せっかく利

水のワーキングで言っていただいて、それから県の方もあるご提案をなさってくださった、

それを含めてちょっと丸く両方取り入れたような書き方はできんかなという感じが実際はし

たんでございます。その結果、ここの２ページにあるような方向をとってほしいと、こうい

うふうにもっていくならわりに聞きやすいような感じがしたんでございますけども。ただ、

それは一つの表現の問題でして、趣旨、内容の問題とはちょっと違いますけども。 

 

○石坂委員 

はい、そういう点では、表現上の問題としてね、この答申案の構成が最後は委員会に出さ

れた主な意見を紹介するかたちで終わっているんで、今ちょっと尻切れトンボ的っていうか、
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印象はちょっとそういう感じになる面はあるんですよね。それをだから、以上の意見を踏ま

え、改めて１、２行でいいと思うんですけど、委員会としては具体的なこの流域の現状に沿

った踏み込んだ県の支援を要望するみたいな、そういうかたちでまとめると構成上ね、そう

思います。 

 

○宮地委員長 

そういうふうなまとめになっているとね、読みやすいような気がしたんでございますが。 

 

○高橋委員 

そのへんまだ未完成、羅列しただけになっているからね。 

 

○宮地委員長 

私もちょっと私案を考えたことがございますけども、あんまりくどくど書いても仕方ない

ですけど、せっかく県もこうやってやると支援策示さなかったような感じがありますのでね、

ちょっと丸めた方が聞きやすいかなという感じもいたします。 

 

○石坂委員 

ほんの２、３行でいいと思うんですけどね。 

 

○宮地委員長 

はい。あんまり長くする格好で、いかがでしょう。皆さんどういうお感じございました。 

 

○松島（信）委員 

いいと思います。 

 

○宮地委員長 

本当にこの問題は、黒沢は難儀をなさって、いろいろな条件を付けてそれを県に強く迫る

というのがポイントでございますので、だから私さっき藤原委員がおっしゃったように、守

らなかったらどうするんだというよりは、むしろ守ってほしいということを言うつもりで、

そういうふうに読んでいただきたいと思ってるんですよ。 

いかがでしょう。 

 

○松島（信）委員 

いいと思います。 

 

○宮地委員長 

そうすると、どう、まだちょっとそこまでいくのは早いか。どうぞ。 

 

○松島（信）委員 

別のことでいいですか。 

今度３ページへいきまして、２の１の最後のところですね、「部会報告は『調整池案』＋『水

利分配案』を基本として、ダムによらない治水・利水対策をまとめられた」、その水利分配案

っていうのはもう一回どういう案だか説明してほしいんですが。 

 

○高橋委員 

いわゆる黒沢川の水をですね、農業用水、雑用水、それから上水道水に分け合いましょう

という話なんですよ。有効に使うと。数字的には非常に少ないわけなんですよ。今の数字は

ね。さっき言ったように、維持流量２，３００っていうようにやりますと、３００、農業用
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水を取ったりしますとね、上水道水位は３００っていうのは、３００くらいだったね、３０

０っていうような単位になるわけですよ、計算では。ですからそれは先ほど来言っているよ

うに、調査をしていただいて、実際の流量を調べていただいて、維持流量も検討していただ

いて、３００でなく５００、１，０００にしていただけるんじゃないかということで、ここ

で数字は出さずに有効に使うということで、お互いに分け合って使いましょうという案なん

です。ある水を。 

 

○松島（信）委員 

わかりました。その次なんですけども、３ページの一番下の行なんですが、「不足する水量

は地下水または他の農業用水に求めることとする」と、その「他」というのは何を指すんで

すか。 

 

○高橋委員 

その中信平からの。 

 

○松島（信）委員 

中信平左岸の改良区の水ですね。 

 

○高橋委員 

はい。改良区の水を増やしていただくという方法。 

 

○松島（信）委員 

それを農業用水の方へ回してもらいたいと、さらに今の量よりかも回してもらいたいと。 

 

○高橋委員 

そういうことです。 

 

○松島（信）委員 

その分だけは、今度は黒沢の分配案のところで上水道の量が見返りとして出てくるという

意味ですか。 

 

○高橋委員 

やり方によっては見返りは出てくるんです。今は村が保証してポンプアップしてやってる

わけですよね。だけれども、黒沢川の水の量が変わりますとね、それも変わってくるという

ことです。 

 

○松島（信）委員 

はい。それから裏のページに、同じく「雑用水組合」っていうのはあるんですが、それも

含むんですか。 

 

○高橋委員 

そうです。雑用水組合。 

 

○松島（信）委員 

その雑用水組合っていうのはやっぱり、 

 

○高橋委員 

これは水利権持ってるんです。 
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○松島（信）委員 

黒沢川の水を使っているんですか。 

 

○高橋委員 

水を使ってます。 

 

○宮地委員長 

そうでしょう。 

 

○松島（信）委員 

はい。それも上水道の方へ持っていけるような、そういうことで土地改良区の水を有効に

生かしましょうと。 

 

○高橋委員 

そういうことです。 

 

○松島（信）委員 

そうですか、はい。 

 

○宮地委員長 

まだ黒沢の話初めて出たわけですから、どうぞ、この答申の内容についてもっとご意見を

いただきたい。 

 

○植木委員 

はい、ちょっと教えてください。 

１ページ目の一番下の休耕田の話があるんですが、「下流域における休耕田などの利用につ

いても検討すること」というのは、例えばどういうことだったですかね。教えていただけま

すか。 

 

○高橋委員 

これはですね、部会の審議の中でも、ボリューム的には今の赤沢砂防堰堤だけでは容量不

足だということで、それ以上のものについては休耕田の利用をしたらどうかということでご

ざいまして、ただし、場所的に部会で決めてしまうとですね、非常に問題が出るだろうとい

うことで、あえて範囲はこのへんということで場所は決めなかったということが一点と、そ

れから万水川の流量の検証をやることによって、洪水量が変わった場合に、この調整池だけ

で十分じゃないかという一つ問題が出てくる。流下能力が十分果たせますよという話になり

ますと調整池の容量が決まります。流下能力が決まりますと、この休田利用の問題は変更に

なるわけですよ、いらないかもしれないという一つの含みがあるということです。 

 

○松島（信）委員 

これの下流域っていう意味は、その中信平左岸の用水堰の下のことを意味するわけですよ

ね。 

 

○高橋委員 

場所ですか。 

 

○松島（信）委員 
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場所。 

 

○高橋委員 

場所は尻無川の下流。 

 

○松島（信）委員 

尻無川の下流だから、中信平より下流。 

 

○高橋委員 

そういうことですね。 

 

○松島（信）委員 

そうすると。 

 

○高橋委員 

だけれど、それはね、位置はね。 

 

○松島（信）委員 

意味ないね。 

 

○高橋委員 

あんまりね、意味はないんですよ。意味はないんですよ。だけどもボリューム的にね、数

字的に合わないもんだから、そういう話を採った。ちょっと数字出ないけどね、大丈夫なん

ですよ。難しいとこなんですよ。 

 

○植木委員 

後で検証すればね、検証すれば。 

 

○高橋委員 

検証してから十分検討すればいいじゃないかという話なんだけどね。ぼくもあんまりよく

わからないですよ。中條さん、ちょうどいますから、当時やっていただいていますから、休

耕田の利用の話。検討した中の。 

 

○幹事（河川課） 

今、高橋部会長さん言われたとおりなんですが、赤沢堰堤付近だけではちょっと容量不足

だということです。それで赤沢堰堤よりも少し下流に大堰堤と言ってる堰堤があるんですが、

あの堰堤より上の区間にもう１カ所調整池をというのが部会での方向性ということでござい

ます。 

 

○宮地委員長 

それは１０万m3 ぐらい。 

 

○幹事（河川課） 

そうです。１０万だったかと思いますけど、ちょっと今、すいません数量はそのくらいだ

ったかと思いますけど。 

 

○松島（信）委員 

それならわかるんですよ。 
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○宮地委員長 

それに休耕田もプラスアルファになっているんでしょ。たぶん。 

 

○高橋委員 

だから、それはあり得ないんじゃないかとぼくは思うんだけども。 

 

○宮地委員長 

松島委員、さっき水利分配案というのはよくわからんとおっしゃった。部会報告の一番始

めに水利分配案という言葉出ておりましたね。 

 

○松島（信）委員 

はい。 

 

○宮地委員長 

これは結局ダムなしによる治水・利水の河川プラス地下水プラス他の農業用水と、そうい

うのを水利分配案と言ってる。だから、部会報告を見ていけばそれでわかるようになってい

ると私は思いましたが。 

 

○松島（信）委員 

はい。 

 

○宮地委員長 

そうぞ、ご質問なさってください。 

 

○松島（信）委員 

４ページへいって、真ん中へんの（２）、利水対策の最初の行、「既得慣行水利権の水量は

黒沢川の流況とあまりにかけ離れている」と、このかけ離れているっていう具体的な内容は

どういうことですか。 

 

○高橋委員 

それは数字でかけ離れているんです。実際と許可水利権と実流量とかけ離れてるというこ

とです。 

 

○松島（信）委員 

実流量と。 

 

○高橋委員 

実流量が、少ないわけなんです。 

 

○石坂委員 

許可量がとても。 

 

○高橋委員 

許可量が多いということなんです。 

 

○松島（信）委員 

はい。 
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○宮地委員長 

だから、慣行水利権２万９千 m3/日っていうやつですね。 

 

○高橋委員 

あまり、数字は申し上げませんけども。 

 

○宮地委員長 

それを言うとややこしくなる。 

 

○松島（貞）委員 

２ページのやっぱり（７）番の今議論がございましたが、「利水事業に対する県の財政支援

を確約すること」という表現なんだけれども、これは利水事業に対する現在までに示された

県の財政支援だけで足りない場合はさらに考慮せよという表現にしてもらった方がいいのか

もしれません。それで、ちょっと竹内委員の話にちょっと触れるんだけど、非常に表現上は

こういう表現、ダムを建設した時の費用ということになっておるんだけれども、難しくて、

この前もちょっと説明聞いたら、これは財政ワーキングでも算出してくれて、県もかなり詳

細にですね、この三郷でいうと、１１億８千万っていうのは、ダムを建設した時の利水者の

負担からはじまって、配水施設まで水を引っ張ってくる時のものをきちんと試算してくれて

あります。それで、逆に１７億４千万も、井戸からちゃんと導水をして引っ張ってくると１

７億４千万掛かるという、かなりきちんとした積算だというふうに思っておるんで、同じ配

水池まで水を引っ張ってくるのにダムを造った場合とダムを造らない場合とで５億、６億ぐ

らいの差が出るっていうところは何としても穴埋めしなきゃいかんという、そういうことだ

と思います。もうちょっと具体的なことを言いますと、県の２０％っていう補助金の中には、

確認したところ、浄水場だとか配水池を建設する場合の費用は補助率の対象としないってい

うようなことも実はあったりするんで、その補助の中身も含めながら、さらに２０％という

のは現在も使われてる補助率の話なんで、いろいろ考える余地はまだあるというように思っ

ておるんで、そのへんの埋め合わせを、これは黒沢だけでなくて、実は郷士沢にも角間川に

も適用されることだというように思うんだけれども。そういう意味で配水池まで水を引っ張

ってくるまでの費用を含めた水道施設を造った時に、ダム計画のものより増えない、市町村

の負担が増えないという。しかも、それはダムの場合の負担金は市町村が純粋に出す分しか

含まれておらない。だから、先ほど実際座長が言ったとおり、現実に負担するものというふ

うに考えていけばいいんだというふうに思ってます。したがって、（７）のところはそういう。 

 

○石坂委員 

（７）の方はもうちょっとわかりやすく言えばいいんですね。 

 

○松島（貞）委員 

ええ、そうです。 

 

○宮地委員長 

だから（７）のところはもう少し踏み込んで。 

 

○石坂委員 

具体的に。 

 

○宮地委員長 

書いた方がいいということですね。どうぞ。 
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○竹内委員 

そうですね、私ちょっと言いたかったのは、表現上私どもとすればある程度理解できると

思うんですけど、一般的に解釈すると、「ダム建設の際に支出したであろう金額を上限」とい

うと、例えば全体が１００億掛かって、そのうちのね、例えば県が本体は５０億だよってい

うふうに一般的には解釈する。 

 

○宮地委員長 

ああ、なるほど。 

 

○竹内委員 

ええ、そういう意味なんです。だから、私どもとすれば、県が示した県の利水支援策の試

算について基づく、先ほど言った、１１億８千万と１７億４千万、これを比較して言ってい

るわけですよね。それがちょっと変なふうに思っちゃう。だから。 

 

○宮地委員長 

なるほど。そういうことをはっきりわかるように書いた方がいいっていうことだよね。 

 

○竹内委員 

そういう意味なんです。 

 

○宮地委員長 

せっかく試算してくれたんだから。それだから、ああいう一般論だけじゃなくて、もう少

し踏み込んでほしいと。どうでしょう、高橋さん。 

 

○高橋委員 

ああ、いいですよ。 

 

○宮地委員長 

そういうことも少し入れまして、先ほどの最後の委員会の議論のまとめのところも含めま

してですね、いろいろご注文が出たようですが。そろそろ４時になるんですが。 

 

○松島（貞）委員 

それで、意見のあったとおり、方向としては、もう苦労されて、もう十分この答申でいい

と思います。それで、２年間という期限の話も出ましたけれども、今回、県の推進室になる

んでしょうか、浅川と砥川の流域説明会の資料を送っていただいて拝見しましたが、中身の

評価は別にしまして、これだけの短期間の中でこれだけのものを考えてくれるというふうな

県の姿勢からいけば、２年間あればこの調整はできるというふうに思っておりますので、２

年間という期限でいいというふうに思います。 

 

○宮地委員長 

はい。それでは。 

 

○松島（信）委員 

まだ質問お願いしたんですけど。 

 

○宮地委員長 

どうぞ。まだあるんですか。はい。どうぞ。全部なるべくたくさん出しておいてください。
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いいです、時間には構いません。 

 

○松島（信）委員 

最後の５ページの黒ポツ（・）がいくつかありますね、その黒ポツの中での下から４番目。

「水田での水利用について…」、すいませんその上です。上を最初にお願いします。「水田用

水の生活用水への転用には農業者への補償を考えてはどうか」と、この意味がちょっとまた、

そのどういう補償。 

 

○石坂委員 

それは大熊先生が専任されていたところ。 

 

○高橋委員 

大熊先生が出した意見なんです。 

 

○松島（信）委員 

それはどういう内容なんですかね。 

 

○宮地委員長 

要するに、農業用水を金出して買ったらどうだというご意見だったんですよ。 

 

○石坂委員 

全国的に、転用が実現しているところのある事例で、やはり農業用水を、簡単に言えば、

分けていただく補償として、また合意を形成していく上での納得の材料として、財政的に補

償するということですよね。 

 

○宮地委員長 

そうです。率直に言うと、もう農業用水を買い取ると。 

 

○石坂委員 

はい。 

 

○宮地委員長 

そういうこともあり得るよと言われたんです。 

 

○石坂委員 

現実には具体的にそういう事例がいくつかあるみたいですけど。はい。 

 

○松島（信）委員 

それを黒沢部会では採用したいと。 

 

○宮地委員長 

いや、そうじゃないです。 

 

○高橋委員 

そうじゃない。それは、委員から意見が出ました。 

 

○宮地委員長 

そういう意見がありましたということなんです。 
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○石坂委員 

委員会で意見が出たという。これ意見の紹介だと思います。 

 

○松島（信）委員 

ああ、そうですか。わかりました。その下の「必要量と戻る量」。その「戻る量」っていう

のはどういう意味ですか。 

 

○宮地委員長 

やっぱりさっきの話で、実際にどれだけ必要なんだということをはっきり数量で示してほ

しいと、こういう意味だったんです。 

 

○松島（信）委員 

そうすると、余る量っていう意味ですか、これ。戻る量っていう意味は。 

 

○高橋委員 

そうですね。余る量。 

 

○宮地委員長 

ええ、そうでしょう。 

 

○高橋委員 

余る量っていうことです。 

 

○松島（信）委員 

そういう意味ですか。 

 

○宮地委員長 

これは、委員会で出た議論をそのまま議事録から抜いておりますので、はい。全部ここの

文章はそうです。 

 

○高橋委員 

委員会に出された意見の主なものっていうことで。 

 

○宮地委員長 

そうです。 

 

○高橋委員 

出してあります。まとまってないんですね、まだ。 

 

○宮地委員長 

だから余計ここでポツンと切れると、委員会はどうしたんだというふうになると思ったも

んだからちょっと丸めた方がいいと、まとめた方がいい。 

 

○高橋委員 

だから、こんなにたくさん書かなくてね、文章にしなきゃいけないんだけども、トータル

に出してあるから。 
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○松島（信）委員 

はい。いいです。 

 

○宮地委員長 

他には今のところよろしいですか。それじゃあどうでしょう、高橋さん、今日のご意見を

承って、もう一度ちょっとそこへ手を加えてみる、それを次回にまたご披露をすると、そう

いうことでいかがでしょうか。 

 

○高橋委員 

はい、わかりました。 

 

○宮地委員長 

ご面倒でしょうがひとつまたお手数ですが、起草委員の方でそれを引き取ってやるという

ことでよろしゅうございますか。 

はい、それではありがとうございました。黒沢の方はちょっと一段進んだと思います。 

それでは、今日の終わりのところですが、次は角間川の治水・利水に対する審議に入りた

いと思います。 

それで、その前に、前回新幹線トンネル湧水を利用した場合の試算についてと、お願いを

したわけでございますので、その報告をまずしていただきたいと思います。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

食品環境水道課の小松ですが、よろしくお願いします。 

資料７をご覧いただきたいと思います。前回、高社山トンネルで水があるんで、それをで

すね、水源として使うにはどれくらいお金が掛かるもんかというお尋ねがありまして、私ど

もの方で試算しました。全体のイメージはですね、資料の上半分に図に書いてあります。左

端にトンネルがありまして、ここの水をですね、中野市さんに１万 m3、それから山ノ内さん

に３千m3 運ぶという内容です。工事ですので、どれくらい工事の要素があってお金が掛かる

かということですが、まず送水管、要するに配管ですが、これは途中６km のところまで共通

の管を引きましてですね、そこで二つに分けて、片方は中野市さんにあと６km を運ぶと。そ

れから山ノ内町さんにはあと１０km を運ぶという内容で考えてあります。右の端の方に標高

差というのがありますが、トンネルの取水口付近は標高が３００m くらいですもんで、中野

市さんの浄水場は１５０m それより高い。山ノ内町さんはさらに２５０m 高いところが最終地

点になります。したがいまして、途中にかなり大きなポンプを三つ入れる必要がある。それ

から、他の要素では、川を越えます関係で、計四つのですね水管橋を掛ける必要があるとい

うことです。それから大きな要素としまして、どういう水が取れるかというのはちょっとわ

からないんですが、列車が通りますとですね、いろいろ鉄さびが落ちるとか、それからトン

ネル内の粉じん等が入るという可能性がありますもんで、どうしても浄水処理をしなくちゃ

ならんだろうということで、両方とも浄水場を付けるという内容で試算してあります。以上

のファクターを合計しますと下の表のようになりまして、中野市さんで見ますと、左端に合

計がありますが、６９億１千万円、三つ飛びまして、そのうち市の持ち分はですね６４億３

千万という数字になりました。山ノ内さんは右にありまして、概算費用は３７億７千万円、

飛びまして、町の負担は３４億１千万と、こういう数字が積算されました。なお、この仕事

についてはですね、中野市さんと山ノ内さんにいろいろ教えていただきました関係もありま

すもんで、ちょっと後ろの方にお見えですんで、ちょっと補足の意見を聞いてよろしいでし

ょうか。 

 

○宮地委員長 

どうでしょう。つまり、今おっしゃっているのは、山ノ内さんは幹事じゃないのでそうい
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うことをおっしゃっておるんだと思いますが、これは委員会としてやっぱりお聞きした方が

いいと私は思うんですが、いかがですか。 

 

（はい）（お願いします） 

 

○宮地委員長 

はい。それじゃあお願いをいたします。 

 

○中野市水道部 

最初に中野市の方からご説明を申し上げますが、私、中野市の水道部長の山田でございま

すが、よろしくお願いをいたします。 

２枚ほどめくっていただきまして、中野市の関係で細かに積算をしたものが出されており

ます。今、食品環境水道課長さんからお話がございましたように、新幹線トンネルの関係に

つきましては、部会の中におきましては非常に水量が確定できない、さらには、現在まだ地

元対策が一向に進んでいない状況でございまして、現実的には恒久対策をどういうかたちに

持っていくかということを新幹線の方から地元へ示すお話が現実的にあるんですけれども、

それらはさておきまして、概算費用というかたちで出したものでございます。 

トンネルでございますので、鉄建公団からの前の説明でございますと、トンネル内の一番

下流にセンタードレーンというもを設置をするということでございまして、１００メーター

ごとにそれぞれ管理用のマスを設けて、それをすべて集水をしてきて、一番私どもの岩井の

ところで岩井大杉の方へ放出をしていくという計画のものでございますので、センタードレ

ーンから水道水として使う場合には取水施設が必要になるということでございまして、その

関係が山ノ内さんと合わせまして、共有部分で８千５百万ということでの積算でございます。

それから、導水施設の関係につきましては、中野市と山ノ内の１３，０００m3/日を引くとい

う話になりますと、５００mm で引く必要があるというようなかたちになっておりますので、

そんな関係での積算になっております。それから浄水施設の関係で、こちら見ていただきま

すと、中野市の場合Ｑ＝１２，５００m3/日というふうに書いてございまして、１０，０００

m3/日必要だというふうに言われているのに、何で１２，５００m3/日だという話になるかと

いうふうに思いますが、一番当初からお話申し上げてますように、中野市の関係につきまし

ては、現在、伊沢川水源から５千 m3/日を取水しながら供給をしてるわけでございますけれ

ども、この水源が上流域が山ノ内温泉郷ということでございまして、ヒ素が混入をしてきて

おります。そんなことから、将来的にはその水量を２，５００m3/日に減らして供給をしてま

いりたい。私どもの水利権そのものも伊沢川に、１秒あたりでございますが、０．０２８m3

が水利権としては確定をしておりますので、その分だけは少なくとも取りたいということで

ございまして、ただヒ素が０．０４４から０．０６１という数字が過去の実績の中に出てお

りまして、水道の水質基準の０．０１を大幅に上回る状況であるわけでございます。そうい

う中におきましては、市民の皆さま方に供給をするというかたちになりますと、どうしても

希釈をせざるを得ないという問題がございまして、浄水場の設備は、先ほど申し上げました、

伊沢川の水源の水と合わせた数量、１２，５００m3/日というかたちでの設計でございます。

この中で、非常に一番課題の維持管理費、ポンプ動力費というかたちで載せてございまして、

中野市の低地から一番上流域へ持っていくというかたちになりますと、年間の維持費だけで

４千５００万掛かるというかたちになります。現在私どもが持っております浄水場に関係に

つきましては、自然流下で来てますので動力費が全然掛かっていない状況のものでございま

して、低地から上げてくるというかたちになりますと、これを単純に１万 m3/日だけで移し

た場合には、１２円３３銭ほどになるというかたちになるものでございます。ですから、そ

ういうものの考え方をいたしますと、使用者の皆さん方にそれだけのものは負担をしていた

だかなければ、動力費だけでございますけれども、現実費にはならないということでござい

ますけれども、非常に高い水になるかなというふうに思っているところでございます。 



 

 69  

中野市からは以上であります。 

 

○山ノ内町水道課 

山ノ内でございます。山ノ内の水道課の管理係長の成沢と申します。よろしくお願いいた

します。 

先ほど中野市さんの方からご説明ありましたとおりでございますが、途中までは中野市さ

んと供用ということで持ってまいりまして、山ノ内につきましては、図面の上の中間あたり

に山ノ内町浄水場というがございますが、ここはおおむね東部浄水場という位置を予定して

おります。と言いますのは、ここへ持ってくれば、あとはそこから上水道のだいぶ広いエリ

アについて自然流下で給水できるということでそこまで持ってくる予定で考えております。

したがいまして、４００m の標高差という、大変積算する際にも「どこですか」というふう

に聞かれるほど、ちょっと現実離れしたものでございます。 

それから費用の方でございますが、中野市さんからお話ありましたとおり、山ノ内町につ

きましても、表流水、伏流水等を自然流下で受けておりますので、ごく一部の井戸水を除き

まして、ほとんど電気料が掛からずに、年間動力費としましては４８０万ほどでございます。

山ノ内の一番最後の３ページ目ですか、動力費を見ていただきますと４千１００万というこ

とで１０倍以上掛かります。これについては、水道事業につきましては独立会計でございま

すので、すべて利用者であります山ノ内の町民、お客さまが負担されることになりますので、

原価計算といたしまして、そちらの方にはね返っていくかたちになります。ですから、大変

積算してみまして非現実的なものだなというふうに感じております。以上でございます。 

 

○宮地委員長 

ありがとうございました。 

大変、本当に高い水になりそうな、とにかく前の利水案よりはるかに高いですね。やっぱ

り一番下のところで水が出ているっていうのが致命的なような感じがいたしますんですけれ

ど。ただ、私もこれをちょっと拝見して、ええ、と思っちゃったんです。率直なところは。

これは実際また明日で、トンネルの中はちょっと都合で入れないようですが、水がわいてい

るところからずっと引くところを通って行きますので、そのへんの実感がわくんじゃないか

と思っておりますが。とにかく試算はこういうことでございますので、いささか遠い話だな

というのが率直な感じを今、私は持っておりますが。また、これからのご議論で。この高社

山のトンネルの話はよろしゅうございますか、一応。 

はい。それでは、あとは角間のもっといろんなお話でございますが、明日実際見に行くわ

けでございますけども、前の角間の、要するにダムは造った時に中野が４１億、それが造ら

ないと５４．９億になる。こんな話を頭に置いて、利水堰堤というお話が浮かんだわけでご

ざいますが、それについて、明日見に行きますけども、それ以前にもっと他のご議論がござ

いますでしょうか。 

 

○松島（信）委員 

明日の見る場所についての要望を出していいでしょうか。今日の資料の中に、明日の日程

とそれから。 

 

○宮地委員長 

はい。この角間川現地調査資料という中だと思います。 

 

○松島（信）委員 

それとコース図が地図で示されていますが、それを見ますと、最初に新幹線トンネルのわ

き水の場所を岩井地区で見て、あとずっと夜間瀬川沿いに上って来てます。途中の道の駅「北

信州やまのうち」というところで昼食だったですよね。 
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○宮地委員長 

はい。 

 

○松島（信）委員 

そのところへ来る途中の、このルートからすると、この夜間瀬橋の対岸になってしまうん

ですけれども、ですからちょっとルートを変更したらどうかなと思うんですけれども、十三

崖のがけのところの上を通っている道へ、途中の橋のところで右岸に渡って、そしてその右

岸沿いに来た時に、宇木という地区なんですが、そこの宇木っていう地区、十三崖のすぐ上

になります。宇木っていう集落名が書いてあります。そこんところを見てほしいなと思うん

です。その理由はですね、夜間瀬川の本流からちょっと右岸沿いのところに、笹川っていう

川が地図に書いてありますが、これが表笹川と裏笹川と２河川ありまして、さらにもう一つ

夜間瀬の方だと思いましたけれども、夜間瀬の方から泡貝川という川が来ていて、それらが

だんだんに合流してきて、今の十三崖のすぐ上側で三つの河川が合わさって一つになって夜

間瀬川へ入っていくというような地形なんですが、そこのところ、だから夜間瀬川の扇状地

の外側、その右側の扇側部に底湿地ができておるんですね、扇状地の影響を受けない。そこ

んところは地下水がわりあいと浅くて沼沢地になっていると。今の現状がどんなようになっ

ているかということを確認したらどうかと。それを利用することも一つの代案になるかもし

れないと、こういう意味なんですが。 

 

○宮地委員長 

そうですか。事務局の方大体おわかりですね、地図は。そうするとそういうことを、そん

なに、大体入りますね。行程の。 

 

○田中治水・利水検討室長 

今お聞きしましたけれども、要は川の右岸側の方ですね。 

 

○松島（信）委員 

はい。 

 

○田中利水・治水検討室長 

笹川とありますげれども、そちらの方へ回って、そこ現地を見て、それからだんだん上が

って行くと、そういうことでよろしいでしょうか。 

 

○松島（信）委員 

はい。そうして八ヶ郷の分水池を見るわけですね。 

 

○田中治水・利水検討室長 

ええ、途中なもんですから、ちょっと。 

 

○松島（信）委員 

そうすると、そこでいったん夜間瀬橋を渡ってということになるんですな。 

 

○田中治水・利水検討室長 

そうですね。 

 

○松島（信）委員 

どうせ渡らなきゃ道の駅へ行きませんね。 
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○田中治水・利水検討室長 

はい。 

 

○宮地委員長 

はい、それじゃあそれを取り入れて、明日ちょっと変更があるということをご承知おきく

ださい。そんなに大幅なもんではないと思いますが。 

はい、じゃあそれはそれでよろしいかと思うんですが。 

他に明日見るところ以外の話で、この角間の話で特に今日、今までの議論の中でいかがで

ございましょう。角間の場合は、やっぱり利水問題が主で、治水というのはパラペットなら

金は安い。しかし、他との組み合わせということもございましたですね。それにしても本質

的にものすごい仕事ではなさそうだ。こんなのが大体皆さんのご意見だと思うんですけども。

やっぱり問題は利水にある。それから汚染の話がある。ちょっと複雑だと思うんですが、い

かがでしょう、何か前回はそういう段階だったんですが、見に行こうと言って。明日、角間

の方で見るのは上の砂防堰堤のところと、それからもう一つ高橋さん何か言っておられてた

のございますね。角間の堰堤を造るのに良さそうな場所って言ってたのは、あれは松島さん

でしたか。 

 

○松島（信）委員 

それはこの行程図にあります午後の中の、１３時から１４時までの間に貝鐘砂防ダムって

いうのがありますね。 

 

○宮地委員長 

ありますね。 

 

○松島（信）委員 

これは角間ダム計画の一番上流部になるわけですね。そこから、今度は屏風堰堤っていう

記載がありますね。屏風堰堤っていうのはこれはずっと下流で、角間川が横湯川と合流する

ところに近い方。その屏風堰堤の下は部会でも議論しました。屏風堰堤の下と、屏風堰堤の

上あたりのところを、この前、高橋委員が何とか別の方法で水を確保できないか。つまり角

間川の水を確保できないかっていうことで、場所がどうかなという意見のところで、屏風堰

堤の上下付近を見たらどうかなということを私が申し上げました。 

 

○宮地委員長 

ああ、そうですか。わかりました。 

その他、角間の一般的なことについて何かございますでしょうか。ちょっと私もどういう

ことだったかあんまり、まとめたつもりなんだけど、どっかに。 

 

○高橋委員 

いいですか。 

 

○宮地委員長 

はい、どうぞ。 

 

○高橋委員 

今の新幹線からの取水っていうのは、どう見てもちょっと無理っていう感じが。 

 

○石坂委員 
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現実的じゃないね。 

 

○宮地委員長 

あんまり現実的じゃないですね。 

 

○高橋委員 

もう現実離れしちゃってますからね。明日の見るっていうのも、いかがなものかなと思う

んですがね。 

 

○宮地委員長 

この報告の裏付けを見るという意味でも、走るぐらいはどうでしょうか。 

 

○高橋委員 

まあ、車の中で見る程度なら、何とか。 

 

○宮地委員長 

せっかく行程作ってくださいましたので。 

 

○高橋委員 

いいんですけれども、ちょっと先ほどの報告聞きますと。 

 

○宮地委員長 

それで、ちょっと力が抜けたっていう感じが確かにございます。 

 

○高橋委員 

力が抜けちゃってもう、全然。 

 

○宮地委員長 

だからもういいじゃないかっていう、やっぱり一遍通りましょう。どうですか。どうせ車

に乗せてもらうわけですから。 

 

○高橋委員 

それはちょっと飲めないよな、そんな高い水はね。 

 

○植木委員 

ちょっと無理でしょうね。 

 

○石坂委員 

ポンプで揚げるから高くなるんです。 

 

○植木委員 

この案ならね、そうなんだよな。もうちょっとこの揚げ方しかないのかね。そうなっちゃ

うのかな。ここから来てポーンと揚げて。 

 

○宮地委員長 

はい。前回の意見をちょっと見ますと、そういうことは前回主なんで、豊水利用というこ

とがどっかにあったんですけどね。この豊水利用も、郷士の場合にはわりに豊水が利用でき

そうな流況ではあるように前の図面では見ましたけども、まだそこんところはよく私つかん
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でおりませんが。 

 

○松島（信）委員 

いずれにしても、上水道の確保がこの地域の一番の大問題ですね。ですから、いい水が安

く取れればそれに越したことはないわけで、そのために部会でどうしても議論が踏み込めな

かったのは、地下水の調査が全然できないっていう事情ですね。だから地下水の調査もなく

地下水がある場所も決められなく、そのために、すべて地下水に頼るわけにいかないから角

間川の水に頼るしかないというように、部会の中ではそういう流れが主流を占めたわけです。

そういうことですから、例えば今言いました、宇木地区は一体地下水はどうなっているとか。

これも明日現地を見ただけでは当然わからんわけですね。それから同じく、山ノ内町のです

ね、宇木地区をどんどん上へ上って行きますと、小さい峠を越えて、北志賀高原っていうの

かな、志賀高原ゴルフ場っていうのがあるあたりに高井富士スキー場とか、山ノ内町のそう

いう場所がまだ小さい分水嶺を越えて北側の方にもあるんですが、だからやや高いところな

んですけれども、この地域も地形的に見ると周りにたくさんの火山が集合しておりまして、

その火山の中に涵養されている地下水というものは豊富ではないだろうかという意見もあっ

て、高井富士スキー場あたりでは、過去にもボーリングした結果があるというんです。そし

たら豊富な水があったことが確認できたと。そういうようなことを突き詰めていきますと、

本当に地下水の状況がどういうようなふうになってるかっていうことが全く手付かずで残っ

ているわけですね。基本的に高い地域からいい水質の水を得られることが一番条件としては

いいわけですから、そういうところへ、しかも、ここは地下水がある可能性があるというと

ころに対して既存のボーリングデータなどは手掛かりにしても調査をすべきです。または新

たにそういう専門の業者と相談した中で、そういう場所を調査をしてみて、ここにいい地下

水があるっていうことが予備調査で確認すべきです。そういう地下水調査をふまえていかな

いと落ちになるんじゃないかなと思うんです。そこまでやった上で、どうしてもこれはだめ

だよということになれば、それは角間川の水に頼らざるを得ないと、こうなるんじゃないで

しょうかと思うんです。 

 

○宮地委員長 

松島委員、ちょっと伺いしますがね。この間、角間川部会の報告に付いてるいろんな代替

案がございますね。その中の、これはＢ４のところの一番最後の紙なんですが、何ページっ

て言ったらいいんでしょう、「部会報告別紙３」というところの、Ｂ４に付いてる最後のとこ

なんですが、その一番左にですね、地下水のところで、井戸を掘ったりという話が、「ダムに

よらない代替案に決定」と、こう書いてあるんですがね、他のは「ダムによらない代替案に

は困難」という評価が出てる。つまり、今おっしゃったのを聞いておったら、この地下水の

ことをあんまりやってないとおっしゃったんですが、一応代替案としてここに載っているん

じゃないですか。かたちの上では。こういう可能性があるっていうこと。 

 

○松島（信）委員 

載っておりますね。それ具体化していないっていうことです。どこで、どんなような既存

のボーリング資料があってとか、または既存のボーリング資料がなくても、ここは地下水が

あるということが、その専門家の方から意見が出たとするならば、やっぱり水文調査をすべ

きであります。そうした上で本当に確保できるかできないかっていうことの結論が得られる

んじゃないでしょうか。 

 

○宮地委員長 

突き詰めてなかったのかもわかりませんけども、 

 

○松島（信）委員 
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そういうことです。 

 

○宮地委員長 

例えば今先生がおっしゃった、宇木は水があるけども、深沢にはないとかっていうと、こ

こに書いてあるんですがね。 

 

○松島（信）委員 

深沢にはないっていうのは、深沢の表流水がないっていう意味ですか。 

 

○宮地委員長 

ですからね、笹川流域では宇木に水があるとか、そういう要するに地下水で一番見ますと、

例えば「案の概要」っていうのは、９本の井戸を掘るとかいう話がありますね。そういうこ

とは書いてあるもんですから、そのへんがつまり何もなかったのではなくて、むしろこれが

あるから代替案になってて、角間の場合には両論併記になってるんじゃないかという感じを

私は持ったんですが、どうでしょうか。それはまた議論をしていったらよろしいかと思うん

ですが。今見ておりまして、利水に対する井戸の話もこういう話もある。これはやっぱり、

実は角間の方はそういう点をすべて丹念にさらってくれてあるような感じがしますんで、部

会報告をもう一遍われわれが委員会でちゃんと検討をする場合に、やっぱりかなり参考にな

るんだろうと思っておりますが。 

 

○松島（信）委員 

それは、そのとおりですけれども、いかんせん、部会の期間では山の上の方の状況が全く

冬の積雪ためにつかめなんだっていうことと、それからやはり期間が限られていた中でした。        

どうして十分に踏み込めなかったということを申し上げてるんです。 

 

○宮地委員長 

まだ、そのへんがね、松島先生、利水の話あんまり突っ込んだことがこの委員会ではない

もんですから、おいおい、今日はちょっと無理かと思うんですが、行った時にまた、よくお

話をいただけると委員会としての考え方が出るだろうと思っておりますが。 

 

○石坂委員 

そういう意味では、明日の現調もその一環になるとは思うんですけど、今松島委員が言わ

れたようにね、確かにいろんな具体案や提案も部会でそれぞれの方が熱心に考えていただい

て出てるんですけど、それが科学的根拠を持って現実的に可能かっていうことを結論付ける

ためには、やはり調査をしないと結論出せないという関係にあると思うんですよね。 

 

○宮地委員長 

なるほど、そうでしょうね。 

 

○石坂委員 

繰り返しの発言にちょっとなって恐縮の面あるんですけど。 

 

○宮地委員長 

そうですね、可能性があったとしてね、実際にやってみなきゃわからんというのはいろい

ろある。一方の人はそうやっても出ないよっていう人もあるかもしれませんし、はい。わか

ります、はい。 

どうぞ。 
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○竹内委員 

今日のところはですね、明日現地を回るということで、今までの協議の経過は両論併記で

角間が出されまして、ダムによる案、それからよらない案については地下水、地下水につい

ては調査しないとわからない。しかし、それについては県の支援策が出てるということで、

それ以外の方法として、じゃあどうなのかという論議があって、再び砂防堰堤っていう話も

出たんですが、今までの論議の結果からすると、部会ではそれは要するに無理だということ

の中で、じゃあ豊水はどうだと、それと同時にいわゆる取水堰、始めは利水ダムということ

だったんですけど、堰という言い方の方がいいんじゃないかという話からそういう話がなっ

て、その可能性についてですね、いわゆる先ほどの高社山トンネルも含めてやっていこうと

いうことですから、他の方法があるかということの明日の現調の様子もあるということで、

明日の現調をしっかりやった上で、また審議するということでいかがでございましょうか。

私はそういうふうに思います。ここで出せって言われてもちょっとね。ええ。 

 

○宮地委員長 

いかがでしょう。今の竹内委員のご提案ですが。他に特にこの問題どうだというお話があ

れば別ですが。何か特にここで、角間について、まだ回数も少のうございますので、コメン

トなりなんなりなさっていただいて結構ですが。 

だんだんくたびれてきたことも事実なんでございます。今４時半なんで。ですから、もし

これ以上、明日見てからこの次というふうにお考えのようでしたら、ここで一応審議はこの

段階では打ち切りにしてもうよろしいかと思うんですが、いかがでしょう。よろしゅうござ

いますか。 

 

（はい） 

 

それじゃあ角間の議論は今日はここまでということにしたいと思います。 

それで、そうしますと、その他もっと一般的に何かございますでしょうか、角間だけに限

りません。よろしゅうございますか。そうすると、今日予定していたのはこれで終わりと。 

それで、問題はこれから後の日程のことなんです。６月のことでございますが、それをち

ょっとお諮りしたいと思うんでございます。次回は５月の２９日に決めてございます。それ

で後、６月がですね、どうも県会が２０日ごろから、２０日だか１９日ごろから始まりそう

だというふうに、まだ確定してないようですが、しかしもう何遍も出ておりますように、６

月中の任期でございますので、なるべくそれまでに回数を稼ぎたい。それで皆さま方からご

予定を伺ってみたんですが、実は３回ぐらい何とか考えたいというのが実情なんでございま

すが、それで今、現に委員が１４人ですが、ちょっとお休みの方もおりますので、１１人ぐ

らいは、あるいは１２人ぐらい確保できるところを考えてみたんですが。これ見ますと６月

の６日の金曜日、それから６月の１２日の木曜日、それから６月の２０日の金曜日、そのへ

んならば１１人ないし１２人が確保できるわけでございます。このへん、ご予定の詰まって

おられる方もあるようですが、いかがでございましょうか、ここらへんを今んとこ３日間を

ご予定の上へ乗せておいていただいて、もし他のご用事がやりくりできるようだったら何と

かしていただきたい。こういうふうに思うんでございますが。植木さんはだいぶいないです

な。それも入れて１２人ぐらい確保できそうだという時に、いかがでしょう。もうこうなる

と少し強引ですけどもその３日間を一応指定しまして、ご都合を付けていただくというふう

にお願いしたいと思いますが。ご了解いただけますでしょうか。はい、それじゃあちょっと

強引でございますが、せっぱ詰まってきたこともお察しいただきまして、ご了解いただきた

いと思います。よろしゅうございますね。はい。それじゃあまた、会場とか時間なんかにつ

いては、ちょっと改めて。 

実は先ほどお話になった、河川課とのちょっと話というのもありますですね。あれをどん

なふうにやったらいいか、ちょっとまた考えておりますんですが、それのことも含めまして、
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時間なんかもちょっと調整をしてみたいと思っております。いいですね、そういう言い方で。 

それでは、会場それから時間のことはまた改めてご通知する。今の日程だけご承知おきく

ださい。それではあとは明日のことですが。 

 

○田中治水・利水検討室長 

それでは、今、来月は６日、１２日、２０日ということで決めていただきましたので、ま

たよろしくお願いしたいと思います。 

それから明日ですが、現地調査ということでまたお願いしたいと思いますが、県庁を午前

１０時に出発したいと思います。ちょっと朝大変ですが、出席の委員さんは午前９時５０分

には県庁の正面の玄関の方へ、１０分前ぐらいにはお集まりいただければと思っております。

マイクロバスでお送りしたいと思います。それから日程等については、もう先ほどご覧にな

ったかと思います。１０時に出発して帰りは４時ごろという予定でおります。 

それから次回ですけれども、次回は先ほどお話ありました５月２９日木曜日、場所はウェ

ルシティ長野で、午前１０時から５時という予定で開催いたしますのでよろしくお願いした

いと思います。事務局からは以上ですが。 

 

○宮地委員長 

はい。それでは今日の会議は終わります。 

 

○松島（信）委員 

そのウェルシティ長野ですけれども、長野駅から大変遠いので、１０時ちょっきりという

のは、うまくいけば間に合うんですけれども、うまくいかない場合もあるよということを念

頭に置いていただきたいんですけれども。 

 

○宮地委員長 

はい。大体バスで来るとあまり時間はっきりしませんですね。 

 

○松島（信）委員 

今日みたいなことになっちゃうと。 

 

○宮地委員長 

そういう時は待ち合わせますから。委員会が成り立っていればよろしいんですが。 

それでは本日の会議を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

 
 

以上の議事録を確認し署名します。 
 
 
  
             署名委員氏名                 印 
 
 
 
 
            署名委員氏名                  印 

 


